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No.73

平
成
8
年
4
月

平
成
12
年
度
の
新
制
度
ス
タ
ー
ト
を
め
ざ
し
て　
今
年
度
の
税
財
政
関
係
都
区
間
協
議
始
ま
る

平
成
12
年
度
の
都
区
制
度
改
革
の
実
施
に
向
け
た
税
財

政
分
野
の
今
後
の
検
討
課
題
と
検
討
手
順
に
つ
い
て
、
本

年
3
月
に
都
と
区
が
合
意
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
今
月
か

ら
具
体
的
な
都
区
の
検
討
が
始
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
度
の
都
区
協
議
の
結
果
を
受
け
て
、
現
行

都
区
財
政
調
整
の
算
定
内
容
や
国
民
健
康
保
険
料
を
め
ぐ

る
都
区
間
の
検
討
も
始
ま
り
ま
し
た
。

◆
検
討
の
経
緯

都
区
制
度
改
革
の
柱
の
一
つ
で
あ
る
税
財
政
制
度
の
改

革
に
つ
い
て
は
、
法
令
改
正
に
係
わ
る
大
枠
に
つ
い
て
、

す
で
に
都
区
間
で
合
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
現

在
、
特
別
区
の
性
格
の
変
更
や
事
務
事
業
の
移
管
等
の
改

革
と
併
せ
て
、
法
改
正
に
向
け
た
働
き
か
け
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

し
か
し
、
平
成
12
年
度
に
新
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る

た
め
に
は
、
法
改
正
の
検
討
と
並
行
し
て
、
さ
ら
に
具
体

化
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
た
め
、
昨
年
度
、
平
成
12
年
ま
で
に
ど
の
よ
う
な

検
討
課
題
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
手
順
で
検

討
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
都
区
双
方
で
検
討
を
進
め
て

き
ま
し
た
。

こ
の
結
果
、
3
月
27
日
に
都
区
の
制
度
改
革
に
関
す
る

検
討
組
織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、
都
と
区
の

合
意
が
図
ら
れ
、
今
年
度
か
ら
具
体
的
な
検
討
を
始
め
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

◆
今
後
の
検
討
課
題
と
手
順

そ
の
概
要
は
、
ま
ず
、
都
区
間
の
財

源
配
分
の
問
題
で
は
、
新
制
度
ス
タ
ー

ト
の
時
点
に
お
け
る
都
と
区
の
財
源
配

分
割
合
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
決
定

す
る
か
、
ま
た
、
制
度
改
革
後
、
ど
の

よ
う
な
場
合
に
財
源
配
分
を
見
直
す
の

か
等
に
つ
い
て
詳
細
を
つ
め
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

次
に
、
23
区
間
の
財
源
調
整
の
問
題

で
は
、
新
し
い
都
区
財
政
調
整
制
度
の

も
と
で
、
調
整
の
指
標
と
な
る
基
準
的

な
収
入
や
需
要
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す

る
か
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
新
し
い
都
区
財
政
調
整
制

度
に
お
け
る
都
区
間
あ
る
い
は
区
間
の

協
議
の
具
体
的
な
方
法
や
手
続
き
に
つ

い
て
も
詳
細
な
検
討
を
進
め
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
平
成

11
年
度
に
は
、
平
成
12
年
度
の
具
体

的
な
算
定
額
に
つ
い
て
、
新
方
式
に
よ

る
計
算
を
行
っ
て
確
定
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
今
年
度
か
ら
平
成
10

年
度
ま
で
の
３
年
間
で
全
体
像
を
定
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

税財政制度改革検討のスケジュール（平成 8年度以降）
平成 8年度 平成９年度 平成 10年度 平成 11年度

新
た
な
財
調
制
度
に
よ
る
フ
レ
ー
ム
策
定
等

都区間配分の基本的考え方の整理 都区間配分の大枠決定 調整率等その他の決定

制
度
全
体
の
整
合
性
の
検
証

・大都市事務、大都市財源の範囲

・調整税の配分割合の決定方法

・財源配分割合の変更

・特別区の財源保障

・都市計画交付金のあり方

・所要額の調整と交付金の再調整

・区間財源配分に
　かかる具体的数
　値積算等

・都区財源配分に
　かかる具体的数
　値積算等

・基準財政収入額の検討

・基準財政需要額の検討

・特別交付金

・都区財政調整協議会（仮称）のあり方

区分配分の基本的考え方の整理 区間配分方法等の決定

算定手続き等の扱い

・移管事務等の範囲と積算の考え方
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト

◆
今
年
度
の
検
討
課
題

こ
の
う
ち
、
今
年
度
は
、
ま
ず
、
都
区
間
の
財
源
配
分

の
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
早
速
今
月
末
か
ら
、
前
述
の
税
財
政
検
討

会
の
下
部
組
織
で
あ
る
都
区
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で

検
討
が
始
ま
る
予
定
で
す
。

◆
山
積
す
る
課
題

ま
た
、
今
年
度
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
都
と
区
で
検
討
す

べ
き
税
財
政
関
係
の
大
き
な
課
題
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
現
行
の
都
区
財
政
調
整
の
算
定
内
容
等
を
め

ぐ
る
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
国
民
健
康
保
険
料
の

あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
。
い
ず
れ
も
、
昨
年
度
の
都

区
協
議
の
結
果
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ

た
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
、
前
者
に

つ
い
て
は
今
月
か
ら
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
2
月
か

ら
検
討
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、税
財
政
関
係
の
課
題
が
山
積
し
、ま
た
、

こ
れ
ら
が
密
接
に
関
連
し
合
う
こ
と
か
ら
、
最
近
の
財
政

状
況
を
反
映
し
た
大
変
厳
し
い
都
区
協
議
が
予
想
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
、
今
年
度
は
、
都
区
双
方
が
共
通
の
認
識

に
立
っ
て
課
題
解
決
を
図
る
た
め
の
節
目
の
年
に
な
る
と

考
え
ま
す
。

今
回
か
ら
は
、
特
別
区
制
度
改
革
の
う
ち
、
税
財
政
制

度
の
分
野
を
シ
リ
ー
ズ
で
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

詳
細
は
次
号
か
ら
解
説
し
ま
す
が
、
全
体
像
を
簡
単
に

紹
介
し
ま
す
。

☆
税
財
政
制
度
改
革
の
ね
ら
い
と
概
要

⑴　
改
革
の
ね
ら
い

特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
改
革
は
、
特
別
区
の
基
礎
的

自
治
体
へ
の
法
制
化
、
清
掃
事
業
な
ど
の
事
務
事
業
移
管

等
に
よ
る
事
務
権
能
の
拡
充
と
と
も
に
、
今
回
の
制
度
改

革
の
三
本
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
税
財
政
制
度
改
革
の
ね
ら
い
は
、
一
言
で
言
え

ば
、
特
別
区
の
財
政
自
主
権
を
基
礎
的
自
治
体
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
へ
と
強
化
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

⑵　
現
行
制
度
上
の
特
例

現
在
の
特
別
区
の
税
財
政
制
度
は
、
一
般
の
市
町
村
と

は
異
な
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、

① 

一
般
の
市
町
村
税
（
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
な

ど
）
の
多
く
を
都
が
賦
課
・
徴
収
し
て
い
る

② 

国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付
税

の
算
定
が
、
特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
は
、
都
と
23

特
別
区
分
を
合
算
し
て
行
わ
れ
て
い
る

③ 

都
が
、
都
と
特
別
区
及
び
23
特
別
区
相
互
間
の
財
源

調
整
を
行
う
都
区
財
政
調
整
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
特
例
は
、
都
と
特
別
区
が
そ
の
区
域
内
で

「
市
」
の
事
務
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
歴
史
的

な
沿
革
な
ど
か
ら
特
別
区
が
都
の
内
部
団
体
的
な
性
格
を

持
っ
て
い
る
こ
と
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

⑶　
改
革
の
方
向

今
回
の
税
財
政
制
度
の
改
革
は
、

① 

都
か
ら
特
別
区
へ
入
湯
税
な
ど
四
つ
の
税
等
を
移
譲

す
る

② 

都
区
財
政
調
整
制
度
を
、
特
別
区
の
財
政
運
営
の
自

主
性
を
高
め
る
方
向
で
改
善
す
る

③ 

起
債
の
許
可
権
者
を
自
治
大
臣
か
ら
都
知
事
に
改
め

る
な
ど
、
特
別
区
の
特
例
を
で
き
る
か
ぎ
り
廃
止
す

る

　
と
い
う
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
①　

税
財
政
制
度
の
改
革

平
成
8
年
4
月
No.
73

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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☆
税
財
政
制
度
改
革
の
検
討
状
況
と
今
後
の
日
程

⑴　
改
革
の
検
討
状
況

平
成
７
年
度
に
は
、
都
区
間
で
、
今
後
検
討
す
べ
き
課

題
と
検
討
手
順
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
ま
し
た
。こ
れ
は
、

平
成
12
年
度
ま
で
に
、
残
さ
れ
た
少
な
い
検
討
期
間
の
中

で
都
区
で
着
実
に
改
革
の
具
体
化
を
図
る
こ
と
を
確
認
し

た
も
の
で
す
。

⑵　
今
後
の
日
程

平
成
8
年
度
は
、
都
区
間
の
財
源
配
分
の
あ
り
方
を
め

ぐ
っ
て
、
都
区
間
で
基
本
的
な
考
え
方
の
整
理
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

☆
地
方
財
政
の
果
た
す
役
割

地
方
公
共
団
体
は
、
住
民
の
福
祉
の
向
上
を
目
的
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
行
政
活
動
を
行
い
、

ま
た
、
そ
の
た
め
の
財
政
活
動
も
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
各
地
方
公
共
団
体
の
財
政
活
動
の
集
合
で
あ
る
地

方
財
政
は
、
国
の
財
政
と
相
ま
っ
て
、
住
民
福
祉
の
向
上

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

☆
地
方
財
政
の
財
源

地
方
財
政
は
、
支
出
と
収
入
が
均
衡
し
た
健
全
な
運
営

の
た
め
に
、
限
ら
れ
た
財
源
を
有
効
に
支
出
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の
財
源
は
、
そ
の
根
拠
、
性
質
か
ら

以
下
の
よ
う
に
大
別
で
き
ま
す
。

⑴　
地
方
税

地
方
税
法
の
規
定
の
範
囲
内
で
、
地
方
公
共
団
体
の
条

例
に
よ
り
賦
課
・
徴
収
す
る
税
で
、
地
方
公
共
団
体
の
最

も
根
幹
的
な
財
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。

市
町
村
に
お
け
る
主
な
地
方
税
と
し
て
は
、
市
町
村
民

税
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

⑵　
地
方
譲
与
税
等

地
方
譲
与
税
と
は
、
形
式
上
国
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
た

特
定
の
税
の
全
部
又
は
一
部
を
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
地

方
自
治
体
に
譲
与
す
る
も
の
で
、
消
費
譲
与
税
、
地
方
道

路
譲
与
税
、
自
動
車
重
量
譲
与
税
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
譲
与
税
と
同
様
に
、
道
府
県
税
の
一
部
を
市
町

村
に
交
付
す
る
も
の
に
利
子
割
交
付
金
、
ゴ
ル
フ
場
利
用

税
交
付
金
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

⑶　
地
方
交
付
税

地
方
公
共
団
体
の
財
源
の
保
障
と
均
衡
を
図
る
た
め

に
、
国
税
（
所
得
税
、
法
人
税
、
酒
税
、
消
費
税
、
た
ば

こ
税
）
の
一
定
割
合
を
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
へ
交
付
す

る
税
で
す
。

そ
の
配
分
額
は
、
各
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
標
準
的
な
収

入
と
需
要
を
合
理
的
な
方
法
で
測
定
し
、
そ
の
基
準
財
政

需
要
額
が
基
準
財
政
収
入
額
を
超
え
る
額
に
応
じ
て
決
定

さ
れ
ま
す
。

⑷　
国
庫
支
出
金

地
方
公
共
団
体
の
特
定
の
支
出
に
充
て
る
た
め
、
一
定

の
目
的
と
条
件
の
も
と
に
、
補
助
金
・
負
担
金
・
交
付
金
・

委
託
金
等
の
名
称
で
国
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
交
付
さ
れ

る
支
出
金
で
す
。

⑸　
地
方
債

地
方
公
共
団
体
が
資
金
調
達
の
た
め
に
行
う
借
入
で
、

そ
の
償
還
が
一
会
計
年
度
を
越
え
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

地
方
債
を
起
こ
す
目
的
や
限
度
額
等
は
予
算
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
、起
債
及
び
そ
の
内
容
の
変
更
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
市
町
村
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可

を
要
す
る
と
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
一
定
の
制
限
が
加
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

⑹　
そ
の
他

そ
の
ほ
か
、
公
の
施
設
や
行
政
財
産
の
使
用
の
対
価
と

し
て
徴
収
す
る
「
使
用
料
」
や
、
住
民
票
の
交
付
な
ど
地

方
公
共
団
体
の
行
う
特
定
の
事
務
の
費
用
と
し
て
徴
収
す

る
「
手
数
料
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

☆
地
方
財
源
の
特
別
区
に
対
す
る
特
例

地
方
財
政
の
財
源
の
う
ち
、地
方
税
、地
方
譲
与
税
等
、

地
方
交
付
税
は
、
そ
の
使
途
が
特
定
の
事
業
に
限
定
さ
れ

な
い
一
般
財
源
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
め
、
地
方
公
共

団
体
の
自
主
的
な
財
政
運
営
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

ま
す
。

し
か
し
、特
別
区
に
お
い
て
は
、地
方
税
の
課
税
権
や
、

地
方
交
付
税
の
算
定
等
に
つ
い
て
一
般
の
市
町
村
と
は
異

な
っ
た
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

次
回
は
、
特
別
区
の
税
財
政
制
度
上
の
特
例
に
つ
い
て

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
②

現
行
の
地
方
税
財
政
制
度

平
成
8
年
5
月
No.
74
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
③

特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
特
例 

⑴

平
成
8
年
6
月
No.
75

特
別
区
に
お
け
る
税
財
政
制
度
の
特
例
は
、
①
地
方
税

の
課
税
権
、
②
地
方
交
付
税
、
③
都
区
財
政
調
整
制
度
、

④
地
方
債
の
四
つ
に
大
別
で
き
ま
す
。

今
回
は
、
①
と
②
の
二
つ
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

１　
特
別
区
の
課
税
権
の
特
例

特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
は
、
市
町
村
が
課
税
す
る
普

通
税
や
目
的
税
の
一
部
を
都
が
課
税
し
た
り
、
地
方
譲
与

税
や
府
県
税
等
を
原
資
と
す
る
市
町
村
へ
の
交
付
金
の
一

部
が
、
特
別
区
に
は
、
交
付
さ
れ
な
い
等
の
特
例
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
（
下
表
参
照
）。

一
般
の
市
町
村
と
異
な
っ
た
こ
れ
ら
の
特
例
は
、
地
方

税
法
等
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
設
け
ら
れ
た

理
由
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

① 

都
と
特
別
区
は
市
町
村
の
事
務
を
分
担
し
て
お
り
、
都

に
も
市
町
村
財
源
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

② 

特
別
区
は
、
こ
れ
ま
で
一
体
的
に
発
展
し
て
き
た
歴
史

的
経
緯
が
あ
り
、
各
区
が
均
衡
あ
る
行
政
水
準
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
偏
在
す
る
税
源
を
都
が
賦
課
・
徴
収

し
、
都
区
財
政
調
整
制
度
な
ど
に
よ
り
、
役
割
分
担
に

対
応
し
た
都
と
特
別
区
の
財
源
配
分
を
行
う
と
と
も

に
、
特
別
区
相
互
間
の
財
源
調
整
を
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
。

２　
地
方
交
付
税
の
都
区
合
算
規
定

地
方
交
付
税
は
、
各
地
方
団
体
ご
と
に
標
準
的
な
財
政

需
要
額
と
財
政
収
入
額
を
算
定
し
、
そ
の
財
源
不
足
額
に

応
じ
て
交
付
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
都
と
特
別
区
に
あ
っ
て
は
、
道
府
県
分
に
つ

い
て
は
全
都
域
を
道
府
県
と
み
な
し
、
市
町
村
分
に
つ
い

て
は
全
特
別
区
の
区
域
を
一
つ
の
市
と
み
な
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
及
び
収
入
額
の
各
合
算

額
を
都
の
交
付
税
算
定
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
（
地
方
交
付
税
法
第
21
条
第
１
項
）。

こ
れ
は
、
特
別
区
の
区
域
に
お
け
る
交
付
税
の
対
象
団

体
は
都
で
あ
っ
て
、
特
別
区
は
、
地
方
交
付
税
制
度
に
よ

る
国
か
ら
の
財
源
保
障
を
直
接
に
受
け
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。

こ
の
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
都
と
特
別
区
が

「
市
」
の
事
務
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
や
、
都
区
財
政
調

整
制
度
に
よ
り
、
都
が
都
と
特
別
区
間
及
び
特
別
区
相
互

間
の
財
源
を
調
整
し
、
特
別
区
に
対
し
て
は
都
が
財
源
を

保
障
す
る
建
前
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
括
し
た
取

扱
い
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
ま

す
。な

お
、
地
方
交
付
税
は
、
制
度
創
設
以
来
、
東
京
都
へ

の
交
付
実
績
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
回
は
、「
都
区
財
政
調

整
制
度
」
と
「
地
方
債
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

特別区の区域における市町村税等の都と特別区間の配分

注１　◎の税は、都区財政調整制度の「調整税」である。
　２�　市町村法定外普通税の新設・変更については、都の同意が必要である。現在、都
区双方とも課税していない。

　３�　区に属する目的税には、「水利地益税」、「共同施設税」、「宅地開発税」、「国民健
康保険税」があるが、現在区は課税していない。

　４�　※の税目等については、制度改革により、都から区に移譲することとしている。

区　　分 都 区

市
　
町
　
村
　
税

普
　
通
　
税

市町村民税
個　人 ◯
法　人 ◎

固定資産税 ◎
軽自動車税 ◯
市町村たばこ税 ◯
鉱産税 ◯
特別土地保有税 ◎
市町村法定外普通税 ◯ ◯

目
的
税

入湯税※ ◯
事業所税 ◯
都市計画税 ◯

区　　分 都 区

地
方
譲
与
税

消費譲与税 ◯
自動車重量譲与税 ◯
地方道路譲与税 ◯
特別とん譲与税 ◯
航空機燃料譲与税※ ◯

交
　
付
　
金

利子割交付金 ◯
ゴルフ場利用税交付金※ ◯
特別地方消費税交付金※ ◯
自動車取得税交付金 ◯
国有提供施設等所在市町
村助成交付金

◯

交通安全対策特別交付金 ◯
国有資産等所在市町村交付金 ◯

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
④

特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
特
例 

⑵

平
成
8
年
7
月
No.
76

財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑤

特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
沿
革 

⑴

平
成
8
年
8
月
No.
77

３　
都
区
財
政
調
整
制
度

都
区
財
政
調
整
制
度
（
以
下
、「
財
調
制
度
」
と
い

う
。）
は
、
都
と
特
別
区
及
び
特
別
区
相
互
間
の
財
源
の

均
衡
化
を
図
り
、
特
別
区
の
行
政
の
自
主
的
か
つ
計
画
的

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
全
国
の
地
方
団
体
の
中
で
唯

一
の
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
地
方
自
治
法
第

2
8
2
条
第
２
項
）。

こ
の
制
度
は
、
特
別
区
の
区
域
が
一
体
的
に
発
展
し
て

き
た
経
緯
が
あ
る
中
で
、
都
と
特
別
区
が
「
市
」
の
事
務

を
分
担
し
て
い
る
こ
と
、
特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
税
源

が
偏
在
す
る
こ
と
等
か
ら
、
都
と
特
別
区
間
の
財
源
を
調

整
す
る
と
と
も
に
、
23
特
別
区
間
の
財
源
調
整
を
通
じ
て

そ
の
行
政
水
準
を
均
衡
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

具
体
的
に
は
、
各
区
の
標
準
的
な
需
要
と
収
入
を
算
定

し
、
そ
の
財
源
不
足
額
を
、
調
整
基
本
額
（
固
定
資
産
税

等
の
調
整
三
税
の
一
定
率
と
納
付
金
の
合
算
額
。
現
在
の

率
は
44
％
）を
財
源
と
し
て
各
区
に
交
付
す
る
も
の
で
す
。

財
調
制
度
は
、
地
方
交
付
税
制
度
に
お
お
む
ね
準
じ
た

仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
都
が
各
特
別
区
の
標
準
的

な
行
政
需
要
を
保
障
し
、
ま
た
、
特
別
区
間
の
財
源
調
整

を
徹
底
す
る
趣
旨
か
ら
、
地
方
交
付
税
制
度
に
は
な
い
次

の
よ
う
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

⑴　
納
付
金
制
度

特
別
区
相
互
間
の
財
源
の
均
衡
化
を
徹
底
す
る
た
め
に
、

基
準
財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え
る
区
は
、

そ
の
超
え
る
額
を
、
都
に
納
付
金
と
し
て
納
付
す
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
自
治
法
施
行
令
第
2
1
0
条
の
10
）。

⑵　
総
額
補
て
ん
制
度

交
付
金
の
原
資
と
な
る
調
整
基
本
額
が
、
算
定
し
た
各

区
の
財
源
不
足
額
の
総
額
に
満
た
な
い
時
に
は
、
そ
の
満

た
な
い
額
を
都
の
一
般
会
計
か
ら
借
り
入
れ
て
保
障
す

る
、
い
わ
ゆ
る
毎
年
度
の
総
額
補
て
ん
の
制
度
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
（
自
治
法
施
行
令
第
2
1
0
条
の
15
・
都

区
財
政
調
整
条
例
第
5
条
）。

４　
地
方
債
に
お
け
る
特
例

⑴　
地
方
債
の
許
可
権
者

地
方
公
共
団
体
が
地
方
債
を
起
こ
す
場
合
、
一
般
の
市

町
村
は
都
道
府
県
知
事
が
許
可
権
者
で
あ
る
の
に
対
し
、

特
別
区
は
、
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市
と
同
様
、
自

治
大
臣
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
昭
和
22
年
内
務
大
蔵
省
令
第

5
号
第
１
条
）。

⑵　
起
債
の
制
限

地
方
公
共
団
体
が
一
般
的
に
地
方
債
を
発
行
す
る
（
起

債
と
い
う
）
場
合
は
、
そ
の
団
体
の
課
す
る
普
通
税
の
税

率
が
標
準
税
率
以
上
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
特
別

区
に
お
い
て
は
、
都
の
課
す
る
普
通
税
の
税
率
も
標
準
税

率
以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
し
ま
す
（
地
方
財
政
法
第
5

条
）。これ

ら
の
地
方
債
の
特
例
が
設
け
ら
れ
た
理
由
も
、
特

別
区
の
区
域
に
お
け
る
都
と
特
別
区
の
特
別
な
関
係
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

特
別
区
の
税
財
政
制
度
は
、
昭
和
22
年
の
地
方
自
治
法

の
制
定
以
来
、
国
と
地
方
を
通
じ
た
地
方
財
政
制
度
の
改

革
に
対
応
す
る
形
で
、数
回
の
改
正
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
変
遷
を
、
特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
根
幹
を
な
す

都
区
財
政
調
整
制
度
を
中
心
に
、
今
回
か
ら
２
回
に
わ

た
っ
て
た
ど
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

１　
配
付
税
方
式
に
よ
る
調
整

昭
和
22
年
の
地
方
自
治
法
の
施
行
に
よ
り
誕
生
し
た
特

別
区
に
対
し
て
、
特
別
区
税
条
例
に
よ
り
区
税
を
創
設
す

る
と
と
も
に
、
東
京
都
特
別
区
配
付
税
条
例
に
よ
り
都
税

の
一
定
割
合
を
各
区
に
配
付
税
と
し
て
分
与
す
る
こ
と
で

そ
の
財
源
を
確
保
し
、
ま
た
、
特
別
区
相
互
間
の
財
源
調

整
を
図
る
た
め
、
配
付
税
方
式
に
よ
る
都
区
の
財
政
調
整

制
度
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑥

特
別
区
の
税
財
政
制
度
の
沿
革 

⑵

平
成
8
年
9
月
No.
78

３　
基
本
額
方
式
に
よ
る
調
整

昭
和
40
年
度
は
、
都
か
ら
区
へ
の
大
幅
な
事
務
移
管
が

行
わ
れ
た
年
で
す
が
、
こ
の
改
革
に
合
わ
せ
て
都
区
財
政

調
整
も
、
平
衡
交
付
金
方
式
か
ら
基
本
額
方
式
へ
と
変
わ

り
ま
し
た
。

基
本
額
方
式
は
、
財
調
交
付
金
の
総
額
を
都
税
の
一
定

割
合
の
額
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財
源
を
会
計
上
明
確

に
す
る
た
め
に
特
別
区
財
政
調
整
会
計
を
設
け
て
交
付
金

経
理
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
特
別
区
の
財
源
を
あ
ら
か
じ

め
確
保
し
、そ
の
独
立
性
を
高
め
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

交
付
金
の
算
定
方
法
も
国
の
地
方
交
付
税
制
度
に
お
お
む

ね
準
じ
た
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
昭
和
40
年
度
は
、
都
区
財
政
調
整
制
度
だ
け
で

な
く
特
別
区
の
税
財
政
制
度
全
体
に
も
大
き
な
変
化
が
あ

り
ま
し
た
。

第
一
に
、
特
別
区
の
課
す
る
こ
と
の
で
き
る
税
目
が
法

定
さ
れ
、
特
別
区
は
地
方
税
法
上
の
課
税
権
を
有
す
る
団

体
と
な
り
ま
し
た
。

第
二
に
、
自
治
法
改
正
に
よ
る
福
祉
事
務
所
等
の
事
務

移
管
に
よ
っ
て
、
適
債
事
業
（
地
方
債
を
そ
の
財
源
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
事
業
）
が
増
加
し
、
以
後
は
特
別
区
が

地
方
債
を
発
行
す
る
こ
と
が
一
般
的
に
な
り
ま
し
た
。

４　
基
本
額
方
式
の
発
展

昭
和
50
年
4
月
１
日
の
改
正
自
治
法
の
施
行
に
よ
っ

て
、
特
別
区
が
行
う
事
務
は
、
そ
れ
ま
で
条
文
で
制
限
列

挙
さ
れ
て
い
た
事
務
か
ら
、
法
令
で
都
が
行
う
と
さ
れ
た

事
務
を
除
い
て
原
則
と
し
て
市
の
事
務
の
す
べ
て
と
な
り

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
区
長
公
選
制
の
復
活
や
人
事
権
の
確

立
な
ど
を
含
め
、
特
別
区
は
、
一
般
市
並
み
の
自
治
体
へ

と
そ
の
性
格
を
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。

都
区
財
政
調
整
制
度
も
、
地
方
自
治
法
の
条
文
に
「
特

別
区
の
行
政
の
自
主
的
か
つ
計
画
的
な
運
営
を
確
保
す
る

た
め
」
の
制
度
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
に

沿
っ
た
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
、
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
に
お
い

て
、
基
準
税
率
を
90
％
か
ら
85
％
と
し
て
各
区
の
自
主
財

源
の
比
率
を
高
め
、
ま
た
基
準
財
政
需
要
額
の
人
件
費
や

投
資
的
経
費
の
算
定
に
お
い
て
も
そ
の
経
費
を
個
別
に
査

定
す
る
一
件
算
定
方
式
か
ら
標
準
的
な
経
費
を
算
定
す
る

単
位
費
用
方
式
へ
変
え
る
、
な
ど
の
も
の
で
し
た
。

さ
ら
に
昭
和
40
年
代
は
ほ
ぼ
毎
年
の
よ
う
に
変
更
さ
れ

て
い
た
調
整
率
も
、
改
革
直
後
の
昭
和
51
年
度
に
、
44
％

に
な
っ
て
以
降
安
定
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
当
時
の
国
の
地
方
配
付
税
制
度
に
お
お

む
ね
準
じ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
各
区
の
課
税
力
や
財

政
需
要
に
応
じ
て
使
途
を
限
定
し
な
い
配
付
税
を
分
与
す

る
と
い
う
点
で
、
今
日
の
都
区
財
政
調
整
制
度
の
原
点
と

な
る
も
の
で
し
た
。

２　
納
付
金
方
式
及
び
平
衡
交
付
金
方
式
に
よ
る
調
整

昭
和
25
年
度
に
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
を
受
け

て
、
国
が
地
方
配
付
税
に
代
え
て
地
方
財
政
平
衡
交
付
金

制
度
を
設
け
る
な
ど
地
方
税
財
政
制
度
の
改
革
が
行
わ

れ
、
こ
れ
に
対
応
す
る
形
で
都
区
に
お
い
て
も
配
付
税
方

式
か
ら
納
付
金
方
式
に
よ
る
財
政
調
整
へ
と
調
整
方
式
が

変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
方
式
は
、
財
政
需
要
額
が
財
政
収
入
額
を
超
え
る

区
に
対
し
て
、
財
政
収
入
額
が
財
政
需
要
額
を
超
え
る
区

の
超
過
額
で
あ
る
納
付
金
を
財
源
と
し
て
交
付
金
を
交
付

し
、
区
間
配
分
の
均
衡
化
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

す
。し

か
し
、
昭
和
27
年
の
地
方
自
治
法
の
改
正
に
よ
り
、

首
長
公
選
制
の
廃
止
を
初
め
特
別
区
の
自
治
権
が
制
約
さ

れ
た
こ
と
と
は
裏
腹
に
、
特
別
区
の
事
務
の
範
囲
が
大
幅

に
拡
大
さ
れ
た
た
め
、
納
付
金
の
財
源
だ
け
で
は
対
応
で

き
な
く
な
り
、
国
の
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
制
度
に
準
じ

た
平
衡
交
付
金
方
式
に
よ
り
、
算
定
し
た
財
源
不
足
額
を

都
の
一
般
会
計
か
ら
財
政
措
置
す
る
と
い
う
内
容
と
な
り

ま
し
た
。

納
付
金
制
度
は
依
然
と
し
て
存
続
し
ま
し
た
が
、
平
衡

交
付
金
方
式
は
、
そ
の
財
政
需
要
額
の
算
定
に
お
い
て
、

過
去
の
制
度
に
比
べ
非
常
に
精
緻
な
も
の
と
な
り
ま
し

た
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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５　
新
た
な
財
政
調
整
制
度
の
構
築

平
成
12
年
度
の
制
度
改
革
は
、
特
別
区
に
と
っ
て
昭
和

50
年
度
以
来
の
大
き
な
改
革
と
な
り
ま
す
。

特
別
区
の
税
財
政
制
度
は
、
そ
の
自
主
的
な
財
政
運
営

を
よ
り
一
層
高
め
る
方
向
で
の
改
革
が
予
定
さ
れ
て
お

り
、
都
区
財
政
調
整
制
度
も
今
後
新
た
な
段
階
を
迎
え
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑦

税
財
政
制
度
改
革
の
方
向 

⑴

平
成
8
年
10
月
No.
79

１　
特
別
区
の
固
有
財
源
の
拡
充

今
回
の
税
財
政
制
度
改
革
で
は
、
現
在
都
の
財
源
と

な
っ
て
い
る
市
町
村
税
等
を
で
き
る
か
ぎ
り
特
別
区
に
委

譲
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
委
譲
さ
れ
る
市
町
村
税
等
は
固
有
税
と
し
て
の
入

湯
税
、
ほ
か
の
市
町
村
と
同
様
に
国
又
は
都
か
ら
の
税
の

一
部
を
区
に
移
転
す
る
も
の
と
し
て
の
航
空
機
燃
料
譲
与

税
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
及
び
特
別
地
方
消
費
税
交

付
金
の
四
つ
で
す
。
改
革
後
も
依
然
と
し
て
都
に
留
保
さ

れ
る
市
町
村
税
等
が
残
る
と
は
い
え
、
特
別
区
の
固
有
財

源
が
拡
充
さ
れ
る
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と
言
え
ま
す
。

２　
都
に
留
保
さ
れ
る
市
町
村
税
等

⑴　
調
整
三
税

市
町
村
税
の
普
通
税
で
あ
る
市
町
村
民
税
法
人
分
、
固

定
資
産
税
及
び
特
別
土
地
保
有
税
の
三
税
は
、
改
革
後
も

都
が
課
税
し
、
都
区
財
政
調
整
制
度
の
調
整
財
源
と
す
る

こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
税
の
規
模
、
伸
長
性
及
び
安
定
性
等
を
勘
案

し
て
、
現
行
と
同
様
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た

も
の
で
す
。

⑵　
事
業
所
税
、
都
市
計
画
税

事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
区
の
固
有
税
と
す
る
、
あ
る

い
は
新
た
な
財
調
制
度
の
調
整
税
と
す
る
こ
と
も
検
討
さ

れ
ま
し
た
。

し
か
し
、固
有
税
と
す
る
に
は
税
源
が
偏
在
し
て
お
り
、

一
方
調
整
税
は
、
目
的
税
で
は
な
く
使
途
の
限
定
さ
れ
な

い
普
通
税
が
望
ま
し
い
こ
と
か
ら
、
現
行
ど
お
り
と
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

都
市
計
画
税
は
、
都
市
計
画
事
業
の
推
進
に
充
て
る
べ

き
税
で
す
が
、
事
業
所
税
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
都
に
留

保
さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
、
都
市
計
画
税
の
一
部
を
原
資
と
し
て

区
に
交
付
さ
れ
て
い
る
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
今
後
、
都
区
で
検
討
す
る
予
定
で
す
。

⑶　
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
等
三
交
付
金

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
、
国
有
提
供
施
設
等

所
在
市
町
村
交
付
金
及
び
施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付

金
の
三
交
付
金
は
、
国
・
地
方
公
共
団
体
等
の
所
有
す
る

固
定
資
産
が
所
在
す
る
市
町
村
に
対
し
て
固
定
資
産
税
見

合
い
で
交
付
さ
れ
る
交
付
金
で
す
。
改
革
後
も
固
定
資
産

税
は
都
が
賦
課
・
徴
収
す
る
こ
と
に
あ
わ
せ
、
現
行
ど
お

り
の
取
扱
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

３　
地
方
債
に
関
す
る
特
例
の
改
善

⑴　
地
方
債
の
許
可
権
者

特
別
区
の
地
方
債
の
許
可
権
者
は
、
現
在
自
治
大
臣
で

す
が
、
こ
れ
を
一
般
の
市
町
村
と
同
様
、
都
道
府
県
知
事

と
し
ま
す
。

⑵　
起
債
の
制
限
の
緩
和

現
在
、
特
別
区
が
地
方
債
を
起
こ
す
に
は
、
特
別
区
の

課
す
る
普
通
税
の
税
率
が
標
準
税
率
以
上
で
あ
る
こ
と
に

加
え
、
都
の
課
す
る
普
通
税
も
標
準
税
率
以
上
で
あ
る
こ

と
を
要
し
ま
す
。
今
回
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
都
の
普
通

税
の
税
目
を
市
町
村
民
税
法
人
分
と
固
定
資
産
税
の
み
に

限
定
し
、
特
別
区
の
起
債
権
へ
の
制
約
を
緩
和
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑧

税
財
政
制
度
改
革
の
方
向 

⑵

平
成
8
年
11
月
No.
80

１　
都
区
財
政
調
整
制
度
改
革
の
基
本
的
方
向

今
回
の
制
度
改
革
に
お
け
る
都
区
財
政
調
整
制
度
の
改

革
の
基
本
的
方
向
は
、
平
成
６
年
９
月
の
「
都
区
制
度
改

革
に
関
す
る
ま
と
め
（
協
議
案
）」
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
考
え
方
は
、
制
度
改
革
後
の
新
し
い
特
別
区
の
姿

に
ふ
さ
わ
し
い
税
財
政
制
度
と
な
る
よ
う
特
別
区
の
財
政

運
営
の
自
主
性
を
高
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
も
の
で
、

以
下
の
よ
う
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２　
都
区
財
源
配
分
の
中
期
的
安
定
性
の
確
保

⑴　
調
整
税
の
配
分
割
合

都
区
の
財
源
配
分
の
原
資
と
な
る
調
整
税
の
税
目
は
現

行
と
同
様
で
す
が
、
そ
の
配
分
割
合
の
定
め
方
を
次
の
よ

う
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
よ

う
に
特
別
区
の
み
の
需
要
を
算
定
し
て
調
整
税
の
配
分
割

合
を
定
め
る
の
で
は
な
く
、
改
革
後
は
都
区
双
方
の
需
要

を
図
り
な
が
ら
、
都
区
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
適
切
な
財

源
配
分
と
な
る
よ
う
に
配
分
割
合
を
定
め
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

⑵　
配
分
割
合
の
変
更
方
法

配
分
割
合
の
変
更
に
つ
い
て
も
、
現
行
制
度
上
は
毎
年

度
の
特
別
区
の
需
要
に
応
じ
て
配
分
割
合
を
変
更
し
う
る

仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
都
区
間
の
配
分
割
合
に

影
響
す
る
よ
う
な
一
定
の
変
更
事
由
が
な
い
限
り
、
調
整

税
の
配
分
割
合
を
中
期
的
に
安
定
的
な
も
の
と
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
変
更
事
由
は
、①
大
規
模
な
税
財
政
制
度
の
改
正
、

②
都
と
特
別
区
の
事
務
配
分・役
割
分
担
の
大
幅
な
変
更
、

③
そ
の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
に
該
当
す
る
場
合
は
、
現
行
の
都
区
協
議
会
を
都
区

財
政
調
整
の
た
め
の
協
議
会
と
し
て
再
編
す
る
都
区
財
政

調
整
協
議
会
（
仮
称
）
で
協
議
し
、
変
更
等
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

３�　
毎
年
度
の
総
額
補
て
ん
主
義
及
び
納
付
金
制
度

の
廃
止

現
行
制
度
は
、
普
通
交
付
金
基
本
額
〔
調
整
税
の
一
定

割
合
（
特
別
交
付
金
分
を
除
く
）
と
納
付
金
の
合
算
額
〕

が
、
算
定
し
た
各
特
別
区
の
財
源
不
足
額
の
合
計
に
満
た

な
い
場
合
は
、
都
の
一
般
会
計
か
ら
借
り
入
れ
て
補
て
ん

す
る
い
わ
ゆ
る
毎
年
度
の
総
額
補
て
ん
主
義
を
採
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
基
準
財
政
収
入
額
が
基
準
財
政
需
要
額
を
超
え

る
特
別
区
は
都
に
納
付
金
を
納
付
し
、
交
付
金
基
本
額
に

加
算
す
る
納
付
金
制
度
も
採
用
し
て
い
ま
す
。

毎
年
度
の
総
額
補
て
ん
主
義
は
財
政
調
整
制
度
を
通
じ

て
都
が
特
別
区
の
毎
年
度
の
財
源
不
足
額
総
額
を
保
障
す

る
制
度
で
あ
り
、
納
付
金
制
度
は
特
別
区
間
の
財
源
の
均

衡
化
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
仕
組
み
で
す
が
、
特
別
区
の
財

政
責
任
の
明
確
化
や
、
財
政
自
主
権
の
強
化
と
い
っ
た
観

点
か
ら
、
協
議
案
で
は
、
両
者
共
に
廃
止
す
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

な
お
、
納
付
金
制
度
の
廃
止
に
伴
っ
て
、
納
付
金
を
担

保
す
る
た
め
に
都
が
賦
課
・
徴
収
し
て
い
る
特
別
区
た
ば

こ
税
は
、
特
別
区
が
直
接
賦
課
・
徴
収
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

４　
特
別
区
相
互
間
の
財
源
調
整

改
革
後
の
特
別
区
相
互
間
の
財
源
調
整
の
基
本
的
な
仕

組
み
は
、現
行
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

主
な
改
正
点
は
、
以
下
の
２
点
で
す
。

第
一
は
、
普
通
交
付
金
基
本
額
が
特
別
区
ご
と
に
算
定

し
た
財
源
不
足
額
の
総
額
に
満
た
な
い
時
は
、
当
該
不
足

額
を
財
源
不
足
団
体
の
基
準
財
政
需
要
額
の
割
合
で
按
分

し
減
額
し
て
交
付
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

第
二
は
、
基
準
財
政
需
要
額
・
収
入
額
の
算
定
に
つ
い

て
、
よ
り
客
観
的
で
わ
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
、

簡
素
化
等
の
改
善
合
理
化
を
図
る
と
し
て
い
る
こ
と
で

す
。こ

の
算
定
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検

討
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。	

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑨

改
革
の
具
体
化
の
方
向 

⑴ 

― 

都
区
間
配
分
の
課
題 

―

平
成
8
年
12
月
No.
81

財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑩

改
革
の
具
体
化
の
方
向 

⑵ 

― 

都
区
間
配
分
の
課
題 

―

平
成
9
年
2
月
No.
83

制
度
改
革
に
伴
う
都
区
間
の
財
源
配
分
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
よ
う
に
協
議
案
の
中
で
基
本

的
内
容
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
制
度
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
る
た
め
に
は
具
体
化
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
あ
り

ま
す
。

本
年
度
に
都
区
間
で
行
っ
て
い
る
検
討
も
含
め
、
今
後

検
討
を
要
す
る
事
項
の
主
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で

す
。

１　
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法

協
議
案
に
よ
れ
ば
、
調
整
税
の
配
分
割
合
は
、「
都
と

特
別
区
の
複
数
年
度
の
決
算
額
を
基
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

大
都
市
事
務
の
需
要
額
を
積
み
上
げ
、
こ
れ
に
調
整
税
を

除
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
大
都
市
財
源
を
充
当
し
た
後
の
財
源

不
足
額
の
割
合
に
よ
り
定
め
る
」
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
協
議
案
の
合
意
に
基
づ
い
て
配
分
割
合
の
決
定
を

行
お
う
と
す
る
時
、

① 

大
都
市
事
務
の
概
念
と
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
せ

る
か
、
特
に
都
が
行
っ
て
い
る
大
都
市
事
務
と
し
て
整

理
す
べ
き
範
囲
を
ど
う
考
え
る
か

② 

配
分
割
合
の
決
定
の
基
本
と
な
る
複
数
年
度
の
決
算
額

を
と
る
場
合
、
ど
の
年
度
を
ど
れ
ぐ
ら
い
の
期
間
で
と

る
の
か

③ 

大
都
市
財
源
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

　
な
ど
の
課
題
を
解
決
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２　
財
源
配
分
割
合
の
変
更

協
議
案
で
は
、
調
整
税
の
配
分
割
合
は
、「
大
規
模
な

税
財
政
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
、
都
と
特
別
区
の
事

務
配
分
・
役
割
分
担
に
大
幅
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ

の
ほ
か
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
は
、
都
区
財
政
調

整
協
議
会
（
仮
称
）
に
お
い
て
協
議
し
、
変
更
等
を
行
う

も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
制
度
改
革
後
、「
都
区
の
財
源
配
分
を
中
期
的

に
安
定
的
な
も
の
に
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
協
議
案
の
内
容
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

① 

財
源
配
分
を
中
期
的
に
安
定
的
に
さ
せ
る
こ
と
と
配
分

割
合
の
変
更
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か

② 

例
示
さ
れ
て
い
る
変
更
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の

判
断
基
準
を
ど
う
定
め
る
か

③ 

都
区
財
政
調
整
協
議
会
（
仮
称
）
に
お
け
る
協
議
に
至

る
手
続
き
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か

な
ど
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

都
区
間
配
分
に
関
す
る
そ
の
ほ
か
の
検
討
課
題
に
つ
い

て
は
、
次
号
で
述
べ
ま
す
。	

前
回
に
引
き
続
き
、
都
区
間
配
分
で
検
討
す
べ
き
課
題

に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

３　
移
管
事
務
等
の
経
費
の
算
定
方
法

平
成
12
年
度
に
都
か
ら
特
別
区
に
移
管
さ
れ
る
清
掃
事

業
を
は
じ
め
と
す
る
移
管
事
務
や
、
都
区
の
事
務
事
業
の

役
割
分
担
の
変
更
に
よ
り
特
別
区
が
行
う
こ
と
と
な
る
事

務
は
、
そ
れ
に
係
る
経
費
を
算
定
し
、
都
区
間
の
財
源
配

分
に
反
映
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

清
掃
事
業
は
、
こ
れ
ら
の
事
務
の
中
で
も
そ
の
経
費
が

膨
大
で
あ
り
、
経
費
の
算
定
に
あ
た
っ
て
大
き
な
ウ
ェ
イ

ト
を
占
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
経
費
は
移
管
後
の
事
業
運
営
の
あ
り
方

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
的
確
に
算
定
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
改
革
後
の
こ
れ
ら
の
事
業
運
営
の
姿
が

見
え
て
か
ら
、
具
体
的
な
経
費
算
定
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

４　
委
任
事
務
経
費
の
財
源
措
置

現
行
制
度
で
は
、
都
か
ら
区
へ
の
委
任
は
い
わ
ゆ
る
区

長
委
任
条
項
（
自
治
法
第
2
8
1
条
の
３
第
３
項
）
に

よ
り
委
任
さ
れ
、
そ
の
財
源
は
原
則
と
し
て
都
区
財
調
で

措
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

210



財
政
自
主
権
強
化
の
ポ
イ
ン
ト
⑪

改
革
の
具
体
化
の
方
向 

⑶ 

― 

最
終
回 

―

平
成
9
年
3
月
No.
84

〔
区
間
配
分
の
課
題
〕

制
度
改
革
に
伴
う
特
別
区
間
の
財
源
調
整
の
問
題
に
つ

い
て
も
、
協
議
案
で
の
基
本
的
な
内
容
の
整
理
を
ふ
ま
え

て
、
具
体
化
す
べ
き
多
く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

中
で
も
特
に
整
理
が
必
要
な
課
題
は
、「
算
定
方
法
の

改
善
合
理
化
」
で
す
。
協
議
案
で
は
、
特
別
区
間
の
財
源

を
調
整
す
る
た
め
に
、
合
理
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
各
区

の
基
準
財
政
需
要
額
と
基
準
財
政
収
入
額
を
算
定
し
、
財

源
不
足
額
に
応
じ
て
財
源
を
配
分
す
る
と
い
う
現
行
の
財

政
調
整
制
度
と
同
様
の
方
式
を
採
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。し

か
し
、
そ
の
内
容
は
で
き
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
、

か
つ
客
観
的
な
算
定
方
法
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。基

準
財
政
収
入
額
に
つ
い
て
は
、
当
初
フ
レ
ー
ム
に
お

け
る
収
入
額
の
見
込
み
方
や
、
当
該
年
度
の
見
込
み
額
と

実
績
額
の
差
を
翌
年
度
以
降
に
精
算
す
る
、
い
わ
ゆ
る
収

入
額
の
精
算
方
式
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
な
ど
の
課
題

が
あ
り
ま
す
。

現
行
の
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
積
算

の
内
容
や
補
正
の
方
法
が
詳
細
す
ぎ
る
と
い
う
指
摘
が
あ

り
、
ま
た
、
実
際
に
事
業
を
実
施
し
た
か
ど
う
か
で
算
定

額
が
変
動
す
る
よ
う
な
特
例
的
な
算
定
が
多
い
の
で
は
な

い
か
と
い
っ
た
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

協
議
案
で
は
、
基
準
財
政
需
要
額
の
測
定
単
位
や
事
業

区
分
の
整
理
統
合
と
い
っ
た
改
善
策
が
示
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
う
し
た
点
を
新
し
い
財
調
の
中
で
ど
う
扱
う
か
な

ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
関
連
し
て
、
都
区
財
政
調
整
協
議
会
の
あ
り
方

や
算
定
手
続
き
の
改
善
に
つ
い
て
も
検
討
を
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

〔
今
後
の
検
討
に
向
け
て
〕

税
財
政
制
度
改
革
の
具
体
化
に
向
け
た
検
討
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
都
区
間
で
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
年
度
は
、
都
区
間
配
分
の
課
題
に
つ
い
て
、
基
本
的

な
考
え
方
の
整
理
を
行
っ
て
き
ま
し
た
が
、そ
の
結
果
は
、

都
区
の
検
討
組
織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
で
取
り
ま
と
め

ら
れ
る
段
階
に
き
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
平
成
9
年
度
以
降
、
平
成
12
年
度
の
制
度
改

革
ま
で
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
膨
大
で
す
。
残
さ
れ
た
検

討
期
間
を
考
え
る
と
、
今
後
、
よ
り
一
層
精
力
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
制
度
改
革
後
は
こ
の
区
長
委
任
条
項
が
廃

止
さ
れ
、
一
般
の
市
町
村
と
同
様
の
規
定
（
自
治
法
第

1
5
3
条
第
２
項
）
に
基
づ
く
委
任
と
な
る
た
め
、
協

議
案
で
は
「
府
県
事
務
の
特
別
区
長
等
へ
の
委
任
事
務
経

費
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
府
県
財
源
を
充
て
る
」
と
い

う
整
理
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
現
在
す
で
に
都
区
財
調
で
措
置
さ
れ
て
い
る

経
費
に
つ
い
て
は
、財
源
配
分
上
の
整
理
を
し
た
う
え
で
、

引
き
続
き
都
区
財
調
で
措
置
す
る
方
向
で
検
討
を
進
め
て

い
ま
す
。

５　
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方

協
議
案
で
は
、「
都
市
計
画
事
業
は
、
各
年
度
に
施
行

さ
れ
る
事
業
量
に
か
な
り
変
動
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

今
後
、都
区
双
方
の
都
市
計
画
事
業
の
推
移
を
見
な
が
ら
、

都
区
財
政
調
整
協
議
会
（
仮
称
）
に
お
い
て
交
付
金
の
あ

り
方
に
つ
い
て
協
議
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

都
市
計
画
交
付
金
は
、
大
都
市
財
源
で
あ
る
都
市
計
画

税
を
原
資
と
し
て
区
の
行
う
都
市
計
画
事
業
に
対
し
て
交

付
さ
れ
る
交
付
金
で
す
。

都
市
計
画
税
は
、
市
町
村
が
都
市
計
画
事
業
に
要
す
る

経
費
に
あ
て
る
た
め
の
目
的
税
と
し
て
賦
課
徴
収
す
る
も

の
で
す
が
、
特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
は
、
改
革
後
も
都

が
特
例
的
に
賦
課
徴
収
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

都
区
の
都
市
計
画
事
業
と
都
市
計
画
税
の
充
当
の
関
係

を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
都
市
計
画
交
付
金

の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
今
後
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

主
な
内
容
は
以
上
の
と
お
り
で
す
が
、
こ
の
ほ
か
、
調

整
税
の
減
収
時
の
対
応
を
は
じ
め
と
す
る
特
別
区
の
財
源

保
障
の
問
題
な
ど
の
検
討
課
題
が
あ
り
ま
す
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部

211



No.82

平
成
9
年
1
月

特
集　
税
財
政
検
討
会
の
中
間
報
告
ま
と
ま
る

昨
年
12
月
26
日
、
都
区
の
税
財
政
制
度
改
革
の
検
討
組

織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、「
都
区
間
配
分
の

基
本
的
考
え
方
の
整
理
」
に
関
す
る
中
間
報
告
が
と
り
ま

と
め
ら
れ
ま
し
た
。

１　
検
討
経
緯

こ
の
報
告
は
、
税
財
政
検
討
会
の
下
に
設
け
ら
れ
て
い

る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
昨
年
4
月
以
降
９

回
に
わ
た
る
検
討
を
重
ね
て
き
た
内
容
を
中
間
的
に
整
理

し
た
も
の
で
す
。

引
き
続
き
、
今
年
度
の
最
終
整
理
に
向
け
て
検
討
が
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

税
財
政
制
度
改
革
の
都
区
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
昨
年

度
末
に
開
催
さ
れ
た
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、
平
成
12

年
度
の
新
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
た
め
に
、
具
体
化
す

べ
き
課
題
と
そ
の
検
討
日
程
が
合
意
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
検
討
日
程
の
概
要
は
、
下
段
に
記
載
の
と
お
り
で

す
が
、
ま
ず
、
今
年
度
に
「
都
区
間
配
分
の
基
本
的
考
え

方
の
整
理
」
を
行
い
、
平
成
9
年
度
に
全
体
的
な
整
理
を

行
っ
た
う
え
で
、
平
成
10
年
度
に
制
度
の
全
体
像
を
確
定

し
、
平
成
11
年
度
に
は
、
新
方
式
に
よ
る
積
算
が
行
え
る

よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
課
題
を
短
期
間
に
整
理
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
中
間
報
告
を
皮
切
り
に
、
都

区
間
で
の
検
討
を
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま

す
。

新たな税財政制度具体化に向けた検討スケジュール（概要）

平成 8年度

都区間配分の
基本的考え方
の 整 理

平成 9年度

都区間配分の
大 枠 決 定

平成 10 年度

制度の全体像
確 定

平成 11 年度

新方式による
積 算

平成 12 年度

新 制 度 実 施
区間配分等の
考え方の整理

主に新制度当初の配分割合
を決定するための課題

⑴　大都市事務、大都市財源の範囲
　●財源配分の基本となる大都市事務等の範囲確定
⑵　移管事務等の範囲と積算の考え方
　●移管等事務経費の財源配分への反映方法
　　・清掃事業移管等事務経費
　　・清掃車庫の用地取得経費
⑶　調整税の配分割合の決定方法
　●基本となる都区の複数年度の決算額に関する整理
　●�現在財調措置されている委任事務経費についての
　　考え方
　●�市部補助・区部財調措置事務経費についての考え方
　●将来需要についての考え方

税財政制度改革具体化のための都区間配分に係る検討課題

12年度
配分割合の
決定

※この表は、中間報告における 5つの課題をイメージ的に整理したもので、中間報告の資料ではありません。

制度改革後の姿を具体化
するための課題

⑷　調整税の配分割合の変更
　●中期的に安定的な配分割合の考え方
　●変更事由の考え方
　●配分割合の変更方法
⑸　特別区に対する財源保障
　●特別区に対する財源保障の考え方
　●地方交付税が赤字算定のときの対応
　●年度途中の調整税減収のときの対応
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２　
都
区
間
配
分
を
め
ぐ
る
課
題

税
財
政
制
度
改
革
に
お
け
る
「
都
区
間
配
分
」
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
制
度
改
革
後
も
23
区
の
区
域
内
で
、
都
と

区
が
「
市
」
の
財
源
（
以
下
、「
大
都
市
財
源
」
と
い
う
。）

を
使
っ
て
、当
該
区
域
内
の
行
政
（
以
下
、「
大
都
市
事
務
」

と
い
う
。）
を
分
担
し
合
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
大
都
市
事

務
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
大
都
市
財
源
を
ど
の
よ
う
に
分

け
合
い
、
そ
の
後
の
都
区
の
財
源
配
分
を
ど
の
よ
う
に
行

う
か
に
関
し
て
、
平
成
12
年
度
ま
で
に
具
体
化
す
べ
き
多

く
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

大
都
市
財
源
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
都

区
財
政
調
整
制
度
に
よ
っ
て
、
調
整
税
を
分
け
合
う
こ
と

に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
。

現
在
は
、
区
側
の
需
要
と
収
入
の
み
を
算
定
し
、
配
分

割
合
を
決
め
る
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
制
度

で
は
、
都
区
双
方
の
需
要
と
収
入
を
勘
案
し
て
、
配
分
割

合
を
定
め
る
考
え
方
に
大
き
く
変
更
さ
れ
ま
す
。

平
成
６
年
9
月
に
都
区
間
で
制
度
改
革
の
内
容
を
合
意

し
た
「
協
議
案
」
で
は
、
調
整
税
の
配
分
に
つ
い
て
、
都

区
間
の
財
源
配
分
に
関
す
る
基
本
的
な
枠
組
み
が
整
理
さ

れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
具
体
的
に
新
し
い
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る

た
め
に
は
、
平
成
12
年
度
の
都
区
の
財
源
配
分
を
行
う
に

あ
た
っ
て
、「
大
都
市
事
務
、
大
都
市
財
源
の
範
囲
」
の

確
定
、「
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法
」
の
具
体
化
、

「
移
管
事
務
等
の
範
囲
と
積
算
の
考
え
方
」
等
に
つ
い
て
、

整
理
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
平
成
12
年
度
以
降
の
都
区
の
財
源
配
分
の
あ
り

方
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、「
調
整
税
の
配
分
割
合
の
変

更
」
の
方
法
や
「
特
別
区
に
対
す
る
財
源
保
障
」
の
考
え

方
等
に
つ
い
て
も
、
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３　
中
間
報
告
の
内
容

今
回
の
中
間
報
告
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
、

以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
ま
す
。

⑴　
大
都
市
事
務
、
大
都
市
財
源
の
範
囲

大
都
市
事
務
の
概
念
と
し
て
次
の
よ
う
な
整
理
を
行

い
、
当
面
こ
の
内
容
を
土
台
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

①
都
区
が
分
担
す
る
大
都
市
事
務
と
は
、
大
都
市
財
源

を
充
当
す
る
事
務
を
い
う
。
②
区
が
行
う
事
務
は
、
原
則

と
し
て
大
都
市
事
務
で
あ
る
。
③
法
令
に
よ
り
都
に
留
保

さ
れ
て
い
る
市
に
属
す
る
事
務（
消
防
、上
下
水
道
等
）は
、

大
都
市
事
務
で
あ
る
。
④
都
が
行
っ
て
い
る
任
意
共
管
事

務
（
法
令
上
「
都
道
府
県
」「
市
町
村
」
ど
ち
ら
で
も
行

え
る
事
務
）
の
う
ち
、
歴
史
的
沿
革
等
か
ら
大
都
市
事
務

と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

ま
た
、
都
が
行
う
大
都
市
事
務
に
つ
い
て
は
、
都
か
ら

当
面
の
検
討
対
象
と
し
て
、
34
事
業
の
提
案
が
さ
れ
ま
し

た
。し

か
し
、
事
業
の
具
体
的
な
内
容
が
示
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
の
で
、
今
回
、
区
と
し
て
は
、
そ
の
提
案
に
対
す
る
基

本
的
な
考
え
方
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
都
か
ら
具
体
的
な
提
案
が
示
さ
れ
た
時
点
で
さ

ら
に
検
討
を
行
い
、
都
が
行
う
大
都
市
事
務
の
範
囲
を
整

理
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵　
移
管
事
務
等
の
範
囲
と
積
算
の
考
え
方

清
掃
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
移
管
事
務
等
に
係
る
経
費

の
算
定
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
の
実
施
形
態
と
連
動
し

て
き
ま
す
。

今
回
の
報
告
で
は
、
こ
れ
ま
で
都
が
行
っ
て
き
た
事
業

費
を
基
本
に
、
必
要
な
調
整
を
行
う
と
い
う
考
え
方
を
整

理
す
る
に
と
ど
め
、
今
後
の
各
事
務
事
業
に
関
す
る
検
討

結
果
を
ふ
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑶　
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法

調
整
税
の
配
分
割
合
に
つ
い
て
は
、
都
区
の
複
数
年
度

の
決
算
額
を
基
本
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

過
去
の
決
算
額
だ
け
で
は
計
り
き
れ
な
い
も
の
は
、
決
算

額
に
一
定
の
補
正
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
ま

た
、
過
去
の
決
算
額
に
は
現
れ
な
い
が
、
将
来
的
に
増
大

あ
る
い
は
減
少
し
て
い
く
こ
と
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
需

要
（「
将
来
需
要
」）
に
つ
い
て
は
、
財
源
配
分
の
際
に
見

込
む
と
し
て
整
理
し
て
い
ま
す
。

次
に
、現
在
、都
か
ら
区
に
委
任
さ
れ
て
い
る
事
務
で
、

そ
の
経
費
が
財
調
上
の
需
要
額
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
府
県
財
源
を
充
て
た
形
に
な
る
よ
う

整
理
を
行
っ
た
う
え
で
、
引
き
続
き
財
調
措
置
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
在
、
都
が
市
町
村
に
対
し
て
補
助
を
行
っ
て

い
る
事
務
で
、
区
に
対
し
て
は
財
調
上
の
需
要
額
と
し
て

算
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
区
の
事
務

と
し
て
整
理
し
、
経
費
全
額
を
調
整
税
の
配
分
割
合
に
反

映
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑷　
調
整
税
の
配
分
割
合
の
変
更

新
し
い
制
度
で
は
、
調
整
税
の
配
分
割
合
を
中
期
的
に

安
定
的
な
も
の
と
す
る
一
方
、
大
規
模
な
税
財
政
制
度
の

改
正
が
あ
っ
た
場
合
、
都
と
区
の
事
務
配
分
・
役
割
分
担

に
大
幅
な
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
ほ
か
必
要
が
あ
る

と
認
め
た
場
合
に
は
、
都
区
の
協
議
に
よ
り
配
分
割
合
の

変
更
等
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

制
度
改
革
後
、
新
し
い
都
区
財
政
調
整
制
度
は
、
都
と

区
の
大
都
市
事
務
の
分
担
に
応
じ
て
、
大
都
市
財
源
を
適

切
に
配
分
す
る
仕
組
み
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
客
観
的
な
変
動
要
因
が
な
い
限

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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り
、
一
度
決
め
た
財
源
の
枠
の
中
で
、
都
区
そ
れ
ぞ
れ
が

自
主
的
に
行
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
基
本
と
な

り
ま
す
。

そ
の
際
、
配
分
割
合
を
中
期
的
に
安
定
的
な
も
の
と
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
期
間
を
定
め
て
配
分
割
合
を
固
定
す

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
定
の
事
由
が
あ
れ
ば
都
区

協
議
を
経
て
、
変
更
等
を
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
考
え
方

を
整
理
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
変
更
事
由
に
つ
い
て
の
考
え
方
や
変
更
方
法
の

具
体
化
等
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
複
数
の
考
え
方
が

あ
る
な
ど
、
整
理
し
き
れ
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
た
め
、

今
後
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑸　
特
別
区
に
対
す
る
財
源
保
障

特
別
区
に
対
す
る
財
源
保
障
の
考
え
方
に
関
し
て
は
、

新
し
い
財
調
制
度
が
、
都
区
そ
れ
ぞ
れ
の
大
都
市
事
務
の

分
担
に
応
じ
て
、
適
切
に
調
整
税
の
配
分
割
合
を
定
め
る

こ
と
に
よ
り
、
都
区
間
の
財
源
配
分
を
行
う
制
度
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
特
別
区
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
財
源
が
確
保

さ
れ
る
と
い
う
整
理
を
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
地
方
交
付
税
制
度
と
の
関
係
で
は
、
制
度
改
革

後
も
地
方
交
付
税
は
、
都
と
区
合
算
で
都
に
対
し
て
算
定

さ
れ
ま
す
の
で
、国
の
地
方
団
体
に
対
す
る
財
源
保
障
は
、

特
別
区
に
つ
い
て
は
、
財
調
制
度
を
通
じ
て
間
接
的
に
及

ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
仮
に
地
方
交
付
税
が
赤
字
算
定
さ
れ
る
よ
う
な

状
況
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
都
区
双
方
の
財
源
保
障
に
配

慮
し
つ
つ
都
区
協
議
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
年
度
の
途
中
に
財
調
財
源
で
あ
る
調
整
税
の
収

入
が
落
ち
込
ん
だ
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き

検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

４　
今
後
の
予
定

今
後
、
こ
の
中
間
報
告
を
ふ
ま
え
て
引
き
続
き
都
区
の

検
討
を
行
い
、
今
年
度
末
に
、「
都
区
間
配
分
の
基
本
的

考
え
方
の
整
理
」
に
関
す
る
最
終
報
告
を
と
り
ま
と
め
、

来
年
度
以
降
の
検
討
に
入
っ
て
い
く
予
定
と
な
っ
て
い
ま

す
。

No.85

平
成
9
年
4
月

税
財
政
検
討
会
の
平
成
８
年
度
検
討
結
果
ま
と
ま
る

先
月
27
日
、
都
区
の
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、
平
成

8
年
度
の
検
討
課
題
で
あ
る
「
都
区
間
配
分
の
基
本
的
考

え
方
の
整
理
」
に
関
す
る
最
終
報
告
が
と
り
ま
と
め
ら
れ

ま
し
た
。

税
財
政
制
度
改
革
の
平
成
8
年
度
の
検
討
に
つ
い
て
は
、

昨
年
12
月
に
中
間
報
告
が
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
中
間

報
告
で
引
き
続
き
検
討
課
題
と
さ
れ
た
事
項
及
び
平
成
9

年
度
の
検
討
課
題
と
検
討
手
順
に
つ
い
て
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
で
検
討
を
進
め
ま
し
た
。

今
回
の
報
告
は
、
そ
の
検
討
結
果
を
と
り
ま
と
め
た
も

の
で
す
が
、
こ
の
う
ち
「
財
源
配
分
割
合
の
変
更
」
に
つ

い
て
は
、
中
間
報
告
か
ら
大
き
く
整
理
が
進
み
、
お
お
む

ね
の
考
え
方
が
整
理
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
概
要
は
次
の
と

お
り
で
す
。

① 

配
分
割
合
は
、
期
間
を
定
め
て
固
定
す
る
の
で
は
な

く
、
変
更
事
由
が
あ
れ
ば
変
更
し
う
る
。

② 

配
分
割
合
は
、
変
更
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
限
っ
て

変
更
等
を
行
う
。

③ 

変
更
事
由
の
判
断
は
、影
響
額
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

配
分
割
合
へ
の
影
響
度
合
い
を
見
て
行
う
。

④ 

そ
の
ほ
か
変
更
が
必
要
な
場
合
の
判
断
は
具
体
的
な

事
由
に
即
し
て
行
う
。

⑤
変
更
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前
調
整
を
基
本
と
す
る
。

⑥ 

変
更
事
由
の
影
響
額
は
、
都
区
双
方
が
納
得
し
う
る

税財政制度改革に関する平成 9年度の検討事項

　１　都区間配分に関する事項
●　大都市事務、大都市財源の範囲
●　移管事務等の範囲と経費算定の考え方
●　調整税の配分割合の決定方法
●　財源配分割合の変更
●　特別区に対する財源保障等
●　都市計画交付金のあり方

　２　区間配分に関する事項
●　所要額の調整と交付金の再調整
●　基準財政収入額
●　基準財政需要額
●　特別交付金

　３　都区間の協議手続き等に関する事項
●　都区財政調整協議会（仮称）のあり方
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No.94

平
成
10
年
1
月

平
成
９
年
度　
都
区
の
税
財
政
検
討
会
の
中
間
報
告
ま
と
ま
る

昨
年
末
、
税
財
政
検
討
会
（
都
区
制
度
改
革
の
税
財
政

部
門
に
お
け
る
検
討
組
織
、
都
区
の
部
長
級
で
構
成
）
に

お
い
て
、
平
成
9
年
度
の
検
討
課
題
に
関
す
る
中
間
報
告

が
取
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

１　
検
討
経
緯

こ
の
報
告
は
、
税
財
政
検
討
会
の
下
に
設
け
ら
れ
て
い

る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
都
区
の
課
長
及
び
係
長
級
で

組
織
）
が
、
昨
年
4
月
以
降
９
回
に
わ
た
る
検
討
を
重
ね

て
き
た
内
容
を
、
現
時
点
に
お
け
る
検
討
状
況
と
し
て
中

間
的
に
整
理
し
た
も
の
で
す
。

２　
都
区
間
の
財
源
配
分

制
度
改
革
後
も
23
区
の
区
域
内
で
、
都
と
区
が
「
市
」

の
財
源
（
以
下
、「
大
都
市
財
源
」
と
い
う
。）
を
使
っ
て
、

23
区
域
内
の
行
政
（
以
下
、「
大
都
市
事
務
」
と
い
う
。）

を
分
担
し
合
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
分

け
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
り
ま
す
。現
行
の
制
度
で
は
、

区
側
の
需
要
と
収
入
の
み
を
算
定
し
て
、
財
源
の
配
分
を

決
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
新
し
い
制
度
で
は
、

都
区
双
方
の
需
要
と
収
入
を
勘
案
し
て
、
配
分
を
定
め
る

考
え
方
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

都
区
間
の
財
源
配
分
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
昨

年
度
か
ら
引
き
続
き
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

①
大
都
市
事
務
、
大
都
市
財
源
の
範
囲

都
区
間
で
財
源
を
分
け
る
前
提
と
し
て
、
大
都
市
財
源

を
充
て
て
行
う
べ
き
都
区
の
大
都
市
事
務
の
範
囲
を
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
特
別
区
が
行
う

事
務
及
び
法
令
に
よ
り
都
が
行
う
「
市
」
の
事
務
は
、
基

本
的
に
大
都
市
事
務
と
言
え
ま
す
が
、
都
が
行
っ
て
い
る

そ
の
ほ
か
の
事
務
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
の
範
囲
が
大
都

市
事
務
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
で
は
、
都
側
か
ら
、
都
が
行
っ
て
い

る
大
都
市
事
務
の
検
討
対
象
と
し
て
、
47
の
事
業
名
が
示

さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
後
示
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
待
っ
て
引
き

続
き
検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

②
移
管
事
務
等
の
範
囲
と
経
費
算
定
の
考
え
方

清
掃
事
業
等
の
移
管
事
務
に
つ
い
て
は
、
各
区
の
事
業
運

営
に
支
障
が
な
い
よ
う
財
源
措
置
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
今

後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法

制
度
改
革
時
に
お
け
る
都
区
の
財
源
配
分
を
ど
の
よ
う

に
決
定
す
る
か
の
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
今
後
検

討
を
行
う
予
定
で
す
。

な
お
、
調
整
税
と
は
、
都
区
間
及
び
区
間
の
財
政
調
整

を
行
う
た
め
に
都
が
徴
収
す
る
税
で
、
そ
の
一
定
割
合
が

区
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

④
財
源
配
分
割
合
の
変
更

制
度
改
革
後
、
都
区
間
の
財
源
配
分
を
変
更
す
る
事
由

が
生
じ
た
場
合
の
具
体
的
手
法
に
つ
い
て
、
そ
の
イ
メ
ー

ジ
も
含
め
て
整
理
を
進
め
て
い
ま
す
。

⑤
特
別
区
に
対
す
る
財
源
保
障
等

年
度
途
中
に
調
整
税
が
減
収
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
ほ

か
の
市
町
村
と
同
様
の
補
て
ん
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う

検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

⑥
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方

都
市
計
画
税
は
制
度
改
革
後
も
都
税
と
さ
れ
ま
す
が
、

現
在
、
区
が
行
う
都
市
計
画
事
業
の
財
源
と
し
て
一
部
が

客
観
的
な
材
料
で
捉
え
る
。

ま
た
、
具
体
的
な
変
更
方
法
に
つ
い
て
は
、
都
区
の
大

都
市
一
般
財
源
全
体
の
中
で
配
分
割
合
へ
の
影
響
を
見
極

め
る
方
式
を
お
お
む
ね
妥
当
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、

既
存
の
配
分
割
合
も
計
り
直
す
か
否
か
も
含
め
、
引
き
続

き
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ほ
か
の
検
討
事
項
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
中
間
報
告
と
同
様
と
な
っ
て
い
ま
す
。

引
き
続
き
今
年
度
は
、
前
頁
表
の
事
項
を
検
討
し
て
い

く
予
定
で
す
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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区
に
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
交
付
金
の
あ
り
方

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
ま
す
。

３　
区
間
の
財
源
配
分

制
度
改
革
後
、
都
区
間
の
財
源
が
配
分
さ
れ
た
後
の
区

の
財
源
を
、
ど
の
よ
う
に
23
区
間
で
配
分
す
る
か
に
つ
い

て
、
今
年
度
か
ら
新
た
に
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
算
定
の
手
順
や
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
、
現
行
制
度
を
土
台
と
し
な
が
ら
必
要
な
見
直
し

を
行
う
方
向
で
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
ま
だ
具
体
的
検
討
に
入
っ
た
段
階
で
あ
り
、

今
後
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

４　
都
区
間
の
協
議
手
続
き
等

制
度
改
革
後
の
都
区
財
政
調
整
に
関
す
る
都
区
間
の
協

議
手
続
き
等
を
ど
の
よ
う
に
整
理
す
る
か
に
つ
い
て
、
今

年
度
か
ら
新
た
に
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
、
区
の
需
要
と
収
入
を
ど
の
よ
う
に
算
定
す
る

か
を
め
ぐ
っ
て
、
都
区
間
配
分
の
問
題
と
区
間
配
分
の
問

題
を
同
時
に
協
議
し
て
い
ま
す
が
、
制
度
改
革
後
の
協
議

で
は
、
都
区
間
配
分
の
協
議
と
区
間
配
分
の
協
議
を
切
り

離
し
て
行
う
イ
メ
ー
ジ
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
具
体
的
な
協
議
組
織
や
協
議
手
続
き
等
に
つ
い

て
は
、
お
お
む
ね
現
行
と
同
様
の
も
の
を
基
本
と
す
る
方

向
で
整
理
し
て
い
ま
す
。

５　
今
後
の
予
定

今
後
、
こ
の
中
間
報
告
を
ふ
ま
え
て
引
き
続
き
都
区
の

検
討
を
行
い
、
3
月
末
を
目
途
に
今
年
度
の
検
討
課
題
に

つ
い
て
の
最
終
報
告
を
取
り
ま
と
め
る
予
定
と
な
っ
て
い

ま
す
。

No.97

平
成
10
年
4
月

平
成
9
年
度　
税
財
政
検
討
会
の
検
討
結
果
ま
と
ま
る

先
月
30
日
、
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
都
区
の
検
討
組

織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、
平
成
８
、９
年
度

の
検
討
内
容
を
集
大
成
し
、
現
時
点
に
お
け
る
税
財
政
制

度
改
革
具
体
化
の
た
め
の
考
え
方
を
整
理
す
る
検
討
結
果

が
と
り
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
こ
の
考
え
方

の
整
理
を
ふ
ま
え
て
、
具
体
策
に
関
す
る
検
討
に
入
っ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１　
検
討
経
緯

平
成
12
年
度
の
新
し
い
税
財
政
制
度
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

る
た
め
に
は
、
具
体
化
す
べ
き
多
く
の
検
討
課
題
が
あ
り

ま
す
。

こ
の
た
め
、
都
区
の
間
で
は
、
平
成
７
年
度
に
検
討
課

題
と
検
討
の
手
順
を
整
理
し
、
平
成
8
年
度
以
降
２
年
間

に
わ
た
っ
て
具
体
化
の
た
め
の
考
え
方
に
関
す
る
検
討
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。

検
討
内
容
を
大
き
く
分
類
す
る
と
、
都
区
間
の
財
源
配

分
を
ど
う
す
る
か
、
特
別
区
相
互
間
の
財
源
配
分
を
ど
う

す
る
か
、
都
区
間
、
特
別
区
間
の
協
議
の
手
続
き
を
ど
う

す
る
か
、
と
い
う
三
つ
の
分
野
に
分
か
れ
ま
す
。

今
回
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
検
討
結
果
は
、
こ
れ
ら
の
す

べ
て
の
分
野
に
わ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
内
容
を
集

大
成
し
、
現
時
点
に
お
け
る
考
え
方
を
整
理
し
た
も
の
で

す
。現

時
点
で
は
整
理
し
き
れ
て
い
な
い
大
き
な
課
題
も
残

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今
後
こ
の
考
え
方
の
整
理
の
内
容
を

ふ
ま
え
て
具
体
策
の
検
討
を
行
っ
て
い
く
中
で
さ
ら
に
整

理
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

２　
検
討
結
果
の
概
要

⑴　
都
区
間
の
財
源
配
分
の
課
題

都
区
制
度
は
ほ
か
に
類
例
の
な
い
大
都
市
制
度
で
あ

り
、
一
般
的
に
「
市
」
が
行
っ
て
い
る
事
務
を
都
と
区
で

分
担
し
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
別
区
の
区
域
に
お
け

る
「
市
」
の
財
源
に
つ
い
て
も
都
と
区
で
分
け
合
う
必
要

が
あ
り
ま
す
（
注
１
）。

こ
の
財
源
の
配
分
は
、「
市
」
の
財
源
で
あ
る
税
等
の

一
部
を
都
税
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
う
ち
の
特
定
の
税

（
注
２
）
に
つ
い
て
そ
の
一
定
割
合
（
注
３
）
を
一
定
の

基
準
に
よ
り
特
別
区
に
交
付
す
る
（
注
４
）
こ
と
に
よ
り

行
わ
れ
ま
す
。

従
来
は
、
区
側
の
需
要
と
収
入
の
み
を
計
っ
て
財
源
配

分
を
定
め
る
考
え
方
を
採
っ
て
き
ま
し
た
が
、
新
し
い
制
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度
で
は
、
都
区
双
方
の
需
要
と
収
入
を
勘
案
し
な
が
ら
、

相
互
の
役
割
分
担
に
ふ
さ
わ
し
い
財
源
配
分
を
定
め
る
考

え
方
に
改
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
考
え
方
を
具
体
化
す
る
う
え
で
は
、
①
都
区
間
で

財
源
を
分
け
る
前
提
と
し
て
、
大
都
市
財
源
を
充
て
て
行

う
べ
き
大
都
市
事
務
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
、
②
今
回
の

制
度
改
革
に
よ
っ
て
区
に
移
管
さ
れ
る
事
務
等
の
経
費
算

定
の
考
え
方
を
整
理
す
る
、
③
そ
の
ほ
か
財
源
配
分
に
影

響
す
る
事
項
を
整
理
し
て
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方

法
を
整
理
す
る
、
④
制
度
改
革
後
の
財
源
配
分
の
変
更
方

法
を
整
理
す
る
、
⑤
特
別
区
の
財
源
保
障
等
の
考
え
方
を

整
理
す
る
、
⑥
都
が
特
別
区
の
行
う
都
市
計
画
事
業
に
対

し
て
交
付
す
る
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方
を
整
理
す

る
、
と
い
っ
た
課
題
が
あ
り
ま
す
。

検
討
結
果
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
、
お
お
む

ね
次
の
よ
う
な
整
理
を
し
て
い
ま
す
。

①
大
都
市
事
務
の
範
囲

区
が
行
っ
て
い
る
事
務
及
び
法
令
に
よ
り
都
が
行
っ
て

い
る「
市
」の
事
務（
消
防
、上
下
水
道
等
）に
つ
い
て
は
、

大
都
市
事
務
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
都
が
行
っ
て
い
る

事
務
の
う
ち
、
歴
史
的
沿
革
、
事
業
目
的
等
か
ら
見
て
大

都
市
事
務
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

都
が
行
っ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
ど
の
範
囲
が
大
都
市

事
務
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
都
側
か
ら
、
検
討
対
象
と
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

47
の
事
業
と
18
項
目
の
検
討
中
の
事
務
が
示
さ
れ
、
こ
れ

に
対
し
て
区
側
か
ら
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い
ま

す
。

②
移
管
事
務
等
の
経
費

清
掃
事
業
の
移
管
等
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
の
都
の
実
績
額
を
基
本
に
、
今
後
の
事
業
移
管
等
に

関
す
る
検
討
内
容
を
ふ
ま
え
て
、
移
管
後
の
事
業
運
営
に

支
障
の
な
い
よ
う
に
配
慮
し
つ
つ
、
財
源
配
分
に
反
映
さ

せ
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法

制
度
改
革
時
の
調
整
税
の
配
分
割
合
に
つ
い
て
は
、
大

都
市
事
務
に
係
る
都
区
双
方
の
複
数
年
度
の
決
算
額
を
基

本
に
、
今
回
の
改
革
に
伴
う
事
務
移
管
や
特
例
制
度
（
国

民
健
康
保
険
事
業
に
関
す
る
都
の
調
整
等
）
の
廃
止
等
に

よ
る
変
動
要
素
や
基
本
と
な
る
決
算
額
に
対
し
て
そ
の
後

の
需
要
の
増
減
が
見
込
ま
れ
る
も
の
（
注
５
）
を
反
映
さ

せ
る
た
め
の
調
整
を
行
っ
て
決
定
す
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
ま
す
。

④
財
源
配
分
割
合
の
変
更

制
度
改
革
後
の
都
区
間
の
財
源
配
分
は
、
都
区
双
方
の

自
主
的
な
財
政
運
営
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
税
財
政
制

度
の
改
革
や
都
区
間
の
役
割
分
担
の
変
更
な
ど
の
客
観
的

な
変
動
要
因
が
生
じ
な
い
限
り
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
変
更
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
一
定

の
手
法
に
よ
り
都
区
の
財
源
配
分
に
対
す
る
影
響
度
合
を

計
り
な
が
ら
、
都
区
で
協
議
し
て
調
整
税
の
配
分
割
合
を

変
更
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑤
特
別
区
の
財
源
保
障
等
の
考
え
方

新
し
い
都
区
財
政
調
整
制
度
に
お
い
て
は
、
都
区
間
の

大
都
市
事
務
の
分
担
に
応
じ
て
適
切
に
調
整
税
の
配
分
割

合
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
特
別
区
の
財
源
を
保
障
す
る

こ
と
に
な
る
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
に
よ
る
国
の
財
源
保
障
は
、
こ
の

都
区
財
政
調
整
制
度
を
通
じ
て
間
接
的
に
特
別
区
に
及
ぶ

と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
年
度
途
中
に
調
整
税
が
減
収
し
た
際
に
、
ほ
か

の
市
町
村
と
同
様
に
減
収
補
て
ん
の
措
置
が
採
れ
る
よ
う

考
え
方
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

⑥
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方

都
市
計
画
交
付
金
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
都
区
の
都
市

計
画
事
業
の
分
担
や
実
績
に
見
合
う
形
で
都
市
計
画
税
を

配
分
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方
と
、
都
か

ら
の
交
付
金
と
し
て
一
定
額
と
す
べ
き
だ
と
す
る
考
え
方

が
あ
り
、
こ
の
課
題
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
具
体

策
の
検
討
の
中
で
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑵　
特
別
区
間
の
財
源
配
分
の
課
題

都
区
間
の
財
源
配
分
の
課
題
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う

に
、都
区
制
度
は
大
都
市
制
度
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
行
政
水
準
の
均
衡
を

図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
特
別
区
相
互
間
に
は
財
源
の
著
し
い

格
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
財
源
の
調
整
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

こ
の
財
源
の
調
整
は
、
調
整
税
の
一
定
割
合
と
し
て
特

別
区
に
交
付
さ
れ
る
べ
き
財
源
を
原
資
に
、
都
区
財
政
調

整
制
度
を
通
じ
て
一
定
の
基
準
に
よ
り
各
区
の
収
入
と
需

要
を
計
算
し
、
そ
の
財
源
不
足
額
に
応
じ
て
配
分
す
る
こ

と
に
よ
り
行
わ
れ
ま
す
（
注
６
）。

新
し
い
制
度
で
は
、
現
行
の
都
区
財
政
調
整
制
度
の
算

定
方
法
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
特
別
区
の
財
政
運
営
の
自
主
性

を
高
め
る
観
点
か
ら
よ
り
一
層
の
改
善
合
理
化
を
図
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
考
え
方
を
具
体
化
す
る
う
え
で
は
、
①
年
間
を
通

じ
た
算
定
手
順
や
調
整
の
方
法
等
を
整
理
す
る
、
②
基
準

財
政
収
入
額
の
考
え
方
を
整
理
す
る
、
③
基
準
財
政
需
要

額
の
考
え
方
を
整
理
す
る
、
④
特
別
交
付
金
の
算
定
の
考

え
方
を
整
理
す
る
、
と
い
っ
た
課
題
が
あ
り
ま
す
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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検
討
結
果
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に
対
し
て
、
お
お
む

ね
次
の
よ
う
な
整
理
を
し
て
い
ま
す
。

①
算
定
手
順
、
需
要
調
整
の
方
法
等

普
通
交
付
金
の
算
定
の
手
順
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度

の
需
要
や
収
入
の
見
込
み
（
こ
れ
を
フ
レ
ー
ム
と
い
い
ま

す
。）
を
立
て
、
年
度
当
初
に
具
体
的
に
各
区
ご
と
の
算

定
を
行
い
、
さ
ら
に
年
度
途
中
に
状
況
の
変
化
が
あ
れ
ば

再
調
整
す
る
と
い
っ
た
現
行
と
同
様
の
手
順
を
ふ
む
こ
と

を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
算
定
す
る
需
要
の
調
整
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き

る
限
り
算
定
方
法
や
調
整
方
法
を
ル
ー
ル
化
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

②
基
準
財
政
収
入
額

翌
年
度
の
収
入
額
の
見
込
み
方
、
各
区
別
の
収
入
額
の

算
定
方
法
、
収
入
額
の
年
度
途
中
で
の
補
正
や
翌
年
度
以

降
の
精
算
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
収
入
額
の
算

定
方
式
を
ふ
ま
え
て
、
各
区
の
財
政
力
を
合
理
的
に
測
定

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

③
基
準
財
政
需
要
額

基
準
財
政
需
要
額
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
算

定
内
容
を
基
礎
に
、
必
要
な
改
善
合
理
化
を
図
る
こ
と
を

基
本
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
制
度
改
革
の
実
施
に
よ
り
新
た
に
生
じ
る
需
要

に
つ
い
て
は
、
基
準
的
な
需
要
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
を

基
本
に
、
各
区
の
事
業
執
行
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
を
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
い
ま
す
。

算
定
方
法
の
改
善
合
理
化
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
算
定

内
容
の
意
義
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
で
き
る
限
り
、
簡
素
で
分

か
り
や
す
く
、
標
準
化
し
た
形
で
の
算
定
方
法
に
す
る
方

向
で
見
直
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

④
特
別
交
付
金

特
別
交
付
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
現
行
の
考
え
方
を
も
と
に
、
必
要
な

改
善
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
そ

の
全
体
的
な
規
模
に
つ
い
て
は
、
ま
ち

づ
く
り
関
連
事
業
の
財
源
措
置
の
あ

り
方
に
関
す
る
今
後
の
検
討
を
ふ
ま

え
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑶　
協
議
の
手
続
き
等

都
区
間
及
び
特
別
区
相
互
間
の
財

源
配
分
を
行
う
う
え
で
は
、
協
議
の
手

続
き
等
を
き
ち
ん
と
定
め
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

基
本
と
な
る
制
度
と
し
て
は
、
制
度

改
革
後
に
お
い
て
も
現
在
の
都
区
協

議
会
（
注
７
）
で
都
区
財
政
調
整
に
関

す
る
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
す
が
、
新
し
い
制
度
に
お
け
る
協
議

の
手
続
き
等
を
具
体
化
す
る
う
え
で

は
、
①
都
区
協
議
会
の
下
部
機
関
の
あ

り
方
を
整
理
す
る
、
②
協
議
の
内
容
を

整
理
す
る
、
③
都
区
間
の
協
議
手
順
等

を
整
理
す
る
、
と
い
っ
た
課
題
が
あ
り

ま
す
。

検
討
結
果
で
は
、
こ
れ
ら
の
課
題
に

対
し
て
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
整
理

を
し
て
い
ま
す
。

①�

都
区
協
議
会
の
下
部
機
関
の
あ
り

方都
区
協
議
会
に
お
け
る
都
区
財
政

調
整
に
関
す
る
協
議
の
円
滑
化
を
図

都区税財政制度改革に向けた今後の課題（イメージ図）

主に新制度当初の姿を
決定するための課題

都の「大都市事務」
決算額

Ａ区
Ｂ区

Ｖ区
Ｗ区

策定内容等
改善・合理化
●ルールの整理
●簡素化
●標準化

配分の変更方法
減収等への対応

区の決算額

都の「大都市事務」
財源

区の財源

主に制度改革後の姿を
具体化するための課題平成 12 年度

大都市
事務・財源
の整理 都区間配分

区間配分

要調整項目
●事務移管等
●特例廃止等
●将来需要等

Ａ区
Ｂ区

Ｖ区
Ｗ区

区の自律的調整
と

都区協議の仕組み

協議手続き

218



る
た
め
の
下
部
機
関
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
都
区
財
政
調

整
協
議
会
の
体
制
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

②
協
議
の
内
容

現
在
は
、
特
別
区
の
財
政
需
要
を
計
る
こ
と
で
都
区
間

の
財
源
配
分
を
行
う
方
法
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
特
別
区

間
の
配
分
に
関
す
る
協
議
が
同
時
に
都
区
間
の
配
分
に
関

す
る
協
議
に
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
改
革
後
は
都
区
間
の

配
分
に
関
す
る
協
議
と
特
別
区
間
の
配
分
に
関
す
る
協
議

を
概
念
的
に
区
別
し
て
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

③
協
議
手
順
等

年
間
を
通
じ
た
都
区
間
の
協
議
手
順
に
つ
い
て
は
、
お

お
む
ね
現
行
と
同
様
の
内
容
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

そ
の
際
、
特
別
区
間
の
配
分
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て

は
、
算
定
ル
ー
ル
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
客

観
的
・
自
動
的
な
算
定
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
一
方
、

そ
の
算
定
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
場
合
等
は
、
特
別
区
間
の

自
律
的
な
調
整
を
経
て
、
都
区
協
議
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

３　
今
年
度
の
検
討
予
定

今
回
の
検
討
結
果
は
、
現
時
点
に
お
け
る
税
財
政
制
度

改
革
具
体
化
の
た
め
の
考
え
方
の
整
理
を
行
っ
た
も
の
で

す
が
、
今
年
度
に
お
い
て
は
、
こ
の
内
容
を
も
と
に
具
体

策
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
含

め
た
総
合
的
な
検
証
を
行
っ
て
、
税
財
政
制
度
改
革
の
全

体
像
を
整
理
す
る
こ
と
が
目
標
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
検
討
に
よ
り
、
平
成
11
年
度
に
お
い
て
、

税
財
政
制
度
の
改
革
に
関
す
る
最
終
的
な
調
整
及
び
新
制

度
に
よ
る
平
成
12
年
度
の
フ
レ
ー
ム
策
定
が
行
え
る
よ
う

に
準
備
を
整
え
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

（
注
１
） 

特
別
区
の
区
域
に
お
け
る「
市
」の
財
源
を「
大
都
市
財
源
」と
言
い
、

こ
の
財
源
を
充
て
て
行
う
事
務
を
「
大
都
市
事
務
」
と
言
い
ま
す
。

（
注
２
）「
調
整
税
」
と
言
い
、
市
町
村
民
税
法
人
分
、
固
定
資
産
税
、
特

別
土
地
保
有
税
の
三
税
が
該
当
し
ま
す
。

（
注
３
）
こ
れ
を
「
調
整
税
の
配
分
割
合
」
と
言
い
ま
す
。

（
注
４
）
こ
の
仕
組
み
を
「
都
区
財
政
調
整
制
度
」
と
言
い
、
こ
の
制
度
を

通
じ
て
都
区
間
の
財
源
配
分
及
び
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
が

行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
注
５
）
基
本
と
な
る
決
算
額
に
対
し
て
そ
の
後
の
需
要
の
変
動
が
見
込
ま

れ
る
も
の
を
将
来
需
要
と
言
い
、
公
共
施
設
の
新
設
・
更
新
経
費

等
が
検
討
対
象
と
し
て
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

（
注
６
）
こ
の
仕
組
み
の
う
ち
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
収
入
を

基
準
財
政
収
入
額
、
一
定
の
基
準
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
需
要
を
基

準
財
政
需
要
額
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
収
入
と
需
要
の
計
算

の
結
果
生
じ
る
財
源
不
足
額
に
応
じ
て
交
付
さ
れ
る
も
の
を
普
通

交
付
金
と
言
い
、
こ
の
ほ
か
年
度
途
中
の
特
別
な
財
政
需
要
に
応

じ
て
別
途
交
付
さ
れ
る
も
の
を
特
別
交
付
金
と
言
い
ま
す
。

（
注
７
）
地
方
自
治
法
に
規
定
さ
れ
た
協
議
組
織
で
、
都
側
は
知
事
以
下
副

知
事
、
関
係
局
長
、
区
側
は
区
長
会
役
員
で
構
成
し
て
い
ま
す
。No.99

平
成
10
年
6
月

第
１
回
特
別
区
制
度
改
革
税
財
政
幹
事
会
開
催
さ
れ
る

６
月
1
日
に
第
１
回
特
別
区
制
度
改
革
税
財
政
幹
事
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
本
年
2
月
の
区
長
会
で

設
け
ら
れ
た
税
財
政
制
度
改
革
の
検
討
組
織
で
、
各
ブ

ロ
ッ
ク
一
人
の
助
役
、
23
区
財
政
担
当
部
長
、
財
政
課
長

会
代
表
の
正
副
幹
事
長
及
び
特
別
区
協
議
会
事
務
局
長
等

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
後
平
成
12
年
度
の
制
度
改
革

実
施
に
向
け
、
検
討
体
制
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
従
来
部
長
級
で
構
成
さ
れ
て
い
た
税
財
政
小
委
員

会
を
改
組
し
た
も
の
で
す
。

今
回
の
会
議
で
は
、正
副
会
長
等
の
役
員
選
出
の
ほ
か
、

検
討
課
題
及
び
検
討
日
程
の
確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
都

区
間
配
分
の
主
要
な
課
題
と
し
て
大
都
市
事
務
の
範
囲
等

の
確
定
、
区
間
配
分
の
課
題
と
し
て
都
区
財
政
調
整
制
度

の
算
定
内
容
の
改
善
等
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
都
区
財
政

検
討
会
に
お
い
て
、
12
月
に
中
間
の
ま
と
め
を
、
来
年
3

月
に
年
度
の
ま
と
め
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
今

後
、
課
長
級
で
行
わ
れ
る
都
区
間
あ
る
い
は
、
23
区
間
の

検
討
状
況
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
検
討
を
行
っ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室
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No.106

平
成
11
年
1
月

新
た
な
税
財
政
制
度
の
具
体
化
に
向
け
て　
～
平
成
10
年
度
税
財
政
検
討
会
の
中
間
的
整
理
ま
と
ま
る
～

本
年
１
月
11
日
、
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
都
区
の
検

討
組
織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
に
お
い
て
、
平
成
10
年
度

の
検
討
課
題
に
関
す
る
中
間
的
整
理
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

１　
検
討
経
緯

平
成
12
年
度
か
ら
の
新
た
な
税
財
政
制
度
の
具
体
化
に

向
け
て
、
都
と
区
の
間
で
精
力
的
に
検
討
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

今
年
度
の
税
財
政
制
度
改
革
に
関
す
る
検
討
は
、
昨
年

度
に
税
財
政
検
討
会
が
基
本
的
な
考
え
方
を
整
理
し
た
こ

と
を
受
け
て
、
具
体
策
に
関
す
る
検
討
を
行
い
、
改
革
の

全
体
像
を
整
理
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
中
間
的
整
理
は
、
税
財
政
検
討
会
の
下
に
設
け

ら
れ
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
検
討
状
況
に
関
す
る

中
間
報
告
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。

そ
の
主
な
内
容
は
、検
討
課
題
の
う
ち
、大
都
市
事
務・

財
源
の
範
囲
、
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法
、
区
間

配
分
に
関
す
る
具
体
策
の
三
つ
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
現
在

ま
で
の
検
討
状
況
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
下
は
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
中
間
報
告
の
概
要

で
す
。

２　
検
討
結
果
の
概
要

⑴　
大
都
市
事
務
・
財
源
の
範
囲

特
別
区
の
地
域
は
、
ほ
か
に
類
例
を
見
な
い
大
都
市
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
都
区
制
度
と
い
う
特
別
な
行
政
制
度
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
通
常
「
市
」
が
行
っ
て
い
る
事
務
を
、
都
と

区
が
互
い
に
分
担
し
合
い
、
全
体
的
に
均
衡
あ
る
行
政
を

行
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
伴
っ
て
、
本
来
は
「
市
」
の
財
源
で
あ
る
も
の

の
一
部
が
都
の
財
源
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
市
町
村
民
税
法

人
分
、
固
定
資
産
税
、
特
別
土
地
保
有
税
の
三
税
（
調
整

税
）
を
都
と
区
で
分
け
合
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

調
整
税
の
配
分
方
法
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
、
区
側
の

需
要
と
収
入
の
み
を
計
っ
て
配
分
割
合
を
定
め
て
き
ま
し

た
が
、
新
し
い
制
度
で
は
、
都
区
双
方
の
需
要
と
収
入
を

勘
案
し
な
が
ら
、
相
互
の
役
割
分
担
に
ふ
さ
わ
し
い
財
源

配
分
を
定
め
る
考
え
方
に
改
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
考
え
方
を
具
体
化
す
る
た
め
に
は
、
都
が
行
っ
て

い
る
事
務
の
う
ち
、
特
別
区
の
区
域
に
お
け
る
「
市
」
の

財
源
（
大
都
市
財
源
）
を
充
て
て
行
う
べ
き
事
務
（
大
都

市
事
務
）
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①
都
が
行
う
「
大
都
市
事
務
」
の
概
念

平
成
12
年
度
以
降
、
都
が
大
都
市
財
源
を
充
て
て
行
う

べ
き
「
大
都
市
事
務
」
と
は
、
市
町
村
が
一
般
的
に
処
理

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
、
改
正
自
治
法
の

趣
旨
に
即
し
て
、
都
が
一
体
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
を
い
う
と
し
て
い
ま
す
。

②
都
が
行
う
「
大
都
市
事
務
」
の
範
囲

都
が
行
う
「
大
都
市
事
務
」
と
し
て
、
都
か
ら
示
さ
れ

た
67
の
具
体
的
事
務
に
つ
い
て
個
々
に
検
討
し
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
、
法
令
に
根
拠
を
置
い
て
都
に
留
保
さ
れ
て

い
る
事
務
（
消
防
事
業
、
上
下
水
道
事
業
等
８
事
務
）
に

つ
い
て
は
「
大
都
市
事
務
」
と
す
る
こ
と
で
都
区
の
意
見

が
一
致
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
法
令
に
実
施
主
体
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
事

務
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
一
致
す
る
も
の
（
東
京
港
廃
棄

物
処
理
場
建
設
等
４
事
務
）
と
一
致
し
な
い
も
の
に
分
か

れ
て
い
ま
す
。

一
致
し
な
い
も
の
の
中
に
は
、
同
一
事
務
の
う
ち
ど
の

範
囲
を
大
都
市
事
務
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
考
え
方
が

一
致
し
な
い
も
の
（
病
院
、
住
宅
、
道
路
、
公
園
事
業
等

27
事
務
）
と
、
そ
の
事
務
自
体
を
大
都
市
事
務
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
考
え
方
が
一
致
し
な
い
も
の
（
高
等
学
校
、

文
化
振
興
施
設
、
障
害
者
施
設
の
運
営
等
28
事
務
）
が
あ

り
ま
す
。

一
致
し
な
い
主
な
理
由
は
、
都
が
行
う
事
務
を
府
県
事

務
と
市
町
村
事
務
に
分
類
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
別
区
の

区
域
に
お
け
る
市
町
村
行
政
の
水
準
を
ど
の
よ
う
に
想
定

す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
認
識
の
相
違
が
あ
る
こ
と
で
す
。

都
は
、
特
別
区
の
行
財
政
の
実
態
に
匹
敵
す
る
大
都
市

が
通
常
行
う
で
あ
ろ
う
行
政
水
準
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ

る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
区
側
は
よ
り
標
準
的
に
市
町

村
が
行
う
で
あ
ろ
う
行
政
水
準
を
想
定
す
る
べ
き
で
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
報
告
で
は
都
区
双
方
の
考
え
方
を
併
記

し
て
い
ま
す
。

⑵　
調
整
税
の
配
分
割
合
の
決
定
方
法

調
整
税
の
配
分
割
合
に
つ
い
て
は
、
都
が
行
う
「
大
都

市
事
務
」
と
区
の
事
務
の
過
去
数
年
の
決
算
が
ど
の
よ
う
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に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
今

回
行
わ
れ
る
清
掃
事
業
等
の
移
管
に
伴
う
調
整
、
都
区
制

度
改
革
に
よ
る
特
例
の
廃
止
等
に
伴
う
調
整
、
将
来
需
要

等
決
算
に
反
映
さ
れ
な
い
項
目
の
調
整
を
行
っ
た
う
え
で

決
定
す
る
と
い
う
整
理
が
、
平
成
9
年
度
に
な
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
整
理
を
受
け
て
、
各
項
目
に
つ
い
て
具
体
的

な
検
討
が
行
わ
れ
ま
し
た
（
調
整
税
の
配
分
割
合
決
定
の

イ
メ
ー
ジ
は
、
下
図
の
と
お
り
で
す
。）。

①
基
本
と
な
る
都
区
の
決
算
額

昭
和
62
年
度
か
ら
平
成
8
年
度
ま
で
の
10
年
間
に
つ
い

て
、
都
区
双
方
の
「
大
都
市
事
務
」
に
係
る
決
算
内
容
に

関
す
る
分
析
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
従
来
の
調
整
税
の
配
分
割
合
は
、
特
別
区
側

の
需
要
と
収
入
の
み
を
計
っ
て
決
め
て
き
た
訳
で
す
が
、

こ
れ
に
都
が
行
う
「
大
都
市
事
務
」
の
範
囲
に
関
す
る
検

討
の
結
果
を
反
映
さ
せ
て
整
理
す
る
と
、
ど
の
よ
う
な
姿

に
な
る
か
を
仮
定
計
算
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
結
果
は
、
区
案
と
都
案
に
分
か
れ
、
現
行
の
調
整

税
の
配
分
割
合
で
あ
る
44
％
を
境
に
、
上
下
４
ポ
イ
ン
ト

程
度
の
差
が
生
じ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
差
異
は
、

基
本
的
に
都
が
行
う
「
大
都
市
事
務
の
範
囲
」
に
つ
い
て

都
区
双
方
の
見
解
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い

る
も
の
で
す
。

②
事
務
移
管
等
に
伴
う
調
整

清
掃
事
業
を
は
じ
め
、
移
管
事
業
等
に
係
る
経
費
に
つ

い
て
は
、
移
管
後
の
事
業
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
こ
と

を
基
本
と
し
て
調
整
す
る
と
い
う
検
討
を
行
い
ま
し
た
。

今
後
、
移
管
等
の
事
務
ご
と
に
進
め
ら
れ
て
い
る
検
討
の

結
果
を
ふ
ま
え
て
調
整
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

③
特
例
廃
止
等
に
伴
う
調
整

○ 　
国
民
健
康
保
険
事
業
に
お
い
て
都
の
調
整
が
廃
止

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
伴
う
財
源
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
は
、
改
革
後
の
国
民
健
康
保
険

事
業
の
財
源
に
係
る
都
区
間
の
役
割
分
担
を

考
慮
し
て
整
理
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

○ 　
都
市
計
画
事
業
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
改

革
後
の
都
市
計
画
交
付
金
の
あ
り
方
に
関
す

る
検
討
結
果
を
考
慮
し
て
調
整
を
行
う
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

○ 　

現
在
都
区
財
政
調
整
で
措
置
さ
れ
て
い
る

都
か
ら
の
委
任
事
務
経
費
に
つ
い
て
は
、
引

き
続
き
都
区
財
政
調
整
で
措
置
す
る
も
の
の
、

府
県
財
源
を
充
て
た
の
と
同
様
の
効
果
が
生

じ
る
よ
う
財
源
関
係
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

④�

将
来
需
要
等
決
算
に
反
映
さ
れ
な
い
項
目
の
調

整
等

○ 　
将
来
需
要
に
係
る
経
費
に
つ
い
て
は
、
い

く
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い

ま
す
が
、
現
時
点
で
は
な
お
流
動
的
で
あ
る

こ
と
か
ら
、さ
ら
に
検
討
を
進
め
た
う
え
で
、

調
整
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

○ 　
都
区
間
に
お
い
て
役
割
分
担
や
財
源
負
担

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
事
務
等
決
算
に
反
映

さ
れ
な
い
項
目
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ

て
調
整
税
の
配
分
割
合
の
整
理
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑶　
区
間
の
配
分
に
関
す
る
具
体
策

特
別
区
相
互
間
に
は
財
源
の
著
し
い
格
差
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
特
別
区
の
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ

る
行
政
水
準
の
均
衡
を
図
る
た
め
に
、
財
源
の
調

整
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

調整税配分割合決定のイメージ図

東京都
の財源
不足額

東京都の

配分割合

特別区の

配分割合特別区
の財源
不足額

平成12年度
の配分割合の
決定

複
数
年
度

このイメージ図で用いている「調整」とは、それぞれ
の事項について、平成 12 年度の都区財源配分に反映さ
せるべきか否か、また、財源配分に反映させるとした
場合の反映方法をどうするかも含めて対応策を検討し、
必要に応じて、平成 12 年度の配分割合の決定に反映さ
せていくことを意味する。

都
区
の
大
都
市
事
務
決
算

都
区
の
大
都
市
事
務
決
算

大
都
市
事
務
・
財
源
の
範
囲
確
定

決
算
補
正

決
算
補
正

•清掃事業等事務
移管経費

•枠割分担の変更
事務経費

•車庫用地取得経
費

•その他

事務移管等
に伴う調整

•国保財源不足額

•都市計画交付金

•既委任事務経費

•その他

特例廃止等
に伴う調整

•税制改革による
需要
•介護保険制度創
設
•清掃工場の建設
•公共施設の更新
•その他

将来需要等決算
に反映されない
項目の調整

大都市事務の決算分析 配分割合を決定するうえで必要となる調整事項

※　このイメージ図は、平成 12 年度の都区財源配分の計算の順序を示したものではない。
※　都区の「財源不足額」は、分析上の概念であり、現に財源が不足しているということを示すものではない。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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こ
の
財
源
の
調
整
は
、
都
が
徴
収
し
た
調
整
税
の
一
定

割
合
を
原
資
と
す
る
都
区
財
政
調
整
制
度
に
よ
り
行
わ

れ
、
一
定
の
基
準
に
則
し
て
、
各
区
ご
と
に
収
入
と
需
要

を
計
算
し
、
そ
の
財
源
不
足
額
が
各
区
に
交
付
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
制
度
で
は
、現
行
の
算
定
方
法
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

特
別
区
の
財
政
運
営
の
自
主
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
よ

り
一
層
の
改
善
合
理
化
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
考
え
方
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
基
準
財
政
収
入

額
や
基
準
財
政
需
要
額
の
算
定
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、

都
区
双
方
か
ら
改
善
の
具
体
策
が
示
さ
れ
、
１
０
３
項
目

に
及
ぶ
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
具
体
的
な
改
善
内
容
に
つ
い

て
、
す
で
に
都
区
の
意
見
が
一
致
し
て
い
る
も
の
も
あ
り

ま
す
が
、
一
致
し
な
い
も
の
が
み
ら
れ
、
全
体
と
し
て
一

致
し
た
考
え
方
を
整
理
す
る
に
は
至
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

３　
今
後
の
予
定

以
上
が
、
中
間
報
告
の
概
要
で
す
。
引
き
続
き
都
区
間

で
検
討
を
行
い
、
今
年
度
末
に
最
終
的
な
取
り
ま
と
め
が

行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

な
お
、
ワ
ー
キ
ン
グ
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
税
財
政
検

討
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
報
告
に
示
さ
れ
た
大
都
市
事
務

の
決
算
分
析
の
み
で
都
区
間
の
配
分
割
合
を
決
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
具
体
的
に
決
定
し
て
い
く

た
め
の
工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
議
論
や
今
後
の
検
討

に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
に
つ
い
て
の
議
論
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

間
も
な
く
都
区
制
度
改
革
の
準
備
期
間
の
最
終
年
度
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

今
後
、
こ
の
中
間
的
整
理
の
内
容
や
検
討
会
で
の
議
論

も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
都
区
間
の
財
源
配
分
を
具
体
的
に
検

討
す
る
と
と
も
に
、
区
間
配
分
そ
の
ほ
か
の
残
さ
れ
た
課

題
を
引
き
続
き
検
討
し
、
早
急
に
全
体
像
を
整
理
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

No.109

平
成
11
年
4
月

平
成
10
年
度　
税
財
政
検
討
会
の
検
討
結
果
ま
と
ま
る

3
月
30
日
、
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
都
区
の
税
財
政

分
野
に
お
け
る
検
討
組
織
で
あ
る
税
財
政
検
討
会
に
お
い

て
、
平
成
10
年
度
の
検
討
結
果
が
確
認
さ
れ
た
の
で
、
そ

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

今
回
の
検
討
結
果
は
、
従
来
の
検
討
結
果
を
集
約
し
、

都
区
間
の
意
見
の
相
違
点
の
整
理
も
含
め
て
、
現
時
点
に

お
け
る
税
財
政
制
度
改
革
の
全
体
像
を
整
理
し
た
も
の
で

す
。以

下
、今
回
の
検
討
結
果
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

１　
検
討
結
果
の
概
要

⑴　
都
区
間
の
財
源
配
分
の
決
定
方
法

今
回
の
税
財
政
制
度
改
革
の
最
大
の
焦
点
は
、
都
区
間

の
新
し
い
財
源
配
分
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
の
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
都
区
双
方
の
大
都
市
事
務

の
分
担
関
係
に
応
じ
て
財
源
が
配
分
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
れ
ま
で
、
都
が
行
う
大
都
市
事
務

の
範
囲
の
整
理
や
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
都
区
双
方
の
決
算
分

析
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
都
が
行
う
大
都
市
事
務
の
範
囲
に
つ

い
て
、
都
区
間
で
見
解
の
相
違
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
決

算
分
析
に
お
い
て
も
双
方
の
一
致
し
た
整
理
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
検
討
結
果
で
は
、
平
成
12
年
度
の
都
区
間

の
配
分
割
合
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
決
算
分
析
の

結
果
を
用
い
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
り
、
現
実
的
に

対
応
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

配
分
割
合
の
具
体
的
な
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
都
区

の
間
で
さ
ら
に
詰
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
区
側
は
、

現
行
の
調
整
税
の
配
分
割
合
（
44
％
）
に
、
こ
れ
ま
で
の

都
区
財
政
調
整
協
議
の
経
過
の
中
で
、
現
行
の
配
分
割
合

に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
い
く
つ
か
の
要
素
を
加
算
し
て
基

礎
と
な
る
配
分
割
合
を
定
め
、
こ
れ
を
も
と
に
、
移
管
さ
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れ
る
清
掃
事
業
経
費
そ
の
ほ
か
の
必
要
財
源
を
加
え
て
、

平
成
12
年
度
の
配
分
割
合
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
の
イ
メ
ー
ジ
は
図
１
の
と
お
り
で

す
。

⑵　
都
区
財
政
調
整
算
定
内
容
の
改
善

都
区
財
政
調
整
は
、
都
区
間
の
財
源
配
分
を
行
う
機
能

の
ほ
か
に
、
特
別
区
間
の
行
政
水
準
の
均
衡
を
図
る
た
め

の
財
源
調
整
を
行
う
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。

新
し
い
制
度
で
は
、
現
行
の
都
区
財
政
調
整
制
度
の
算

定
方
法
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
特
別
区
の
財
政
運
営
の
自
主
性

を
高
め
る
観
点
か
ら
、
よ
り
一
層
の
改
善
合
理
化
を
図
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

今
回
の
検
討
結
果
で
は
、
改
善
合
理
化
の
具
体
策
等
に

つ
い
て
、
都
区
が
一
致
し
て
い
る
改
善
事
項
も
47
項
目
と

多
く
あ
る
も
の
の
、
基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
や
国

民
健
康
保
険
事
業
会
計
へ
の
繰
出
金
の
算
定
方
法
を
は
じ

め
、
一
致
し
て
い
な
い
項
目
や
整
理
し
き
れ
て
い
な
い
項

目
も
あ
り
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

⑶　
清
掃
事
業
移
管
経
費
等
の
財
源
措
置

清
掃
事
業
を
は
じ
め
、
今
回
の
制
度
改
革

に
よ
っ
て
都
か
ら
特
別
区
に
移
さ
れ
る
事
務

に
要
す
る
経
費
の
財
源
的
な
整
理
は
、
都
区

間
の
財
源
配
分
の
う
え
で
も
、
特
別
区
間
の

財
源
調
整
の
う
え
で
も
大
き
な
課
題
で
す
。

検
討
結
果
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
移
管

後
の
事
業
運
営
に
支
障
の
な
い
よ
う
に
措
置

す
る
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
を
確
認
し
て

い
ま
す
が
、
具
体
的
な
財
源
措
置
に
つ
い
て

は
、
制
度
改
革
後
に
お
け
る
事
業
運
営
や
必

要
経
費
の
今
後
の
整
理
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、

詰
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

⑷　
そ
の
他
の
課
題

検
討
結
果
で
は
、
以
上
の
ほ
か
、
都
区
間

図１　調整税配分割合決定のイメージ図

東京都
の財源
不足額

東京都
の
配分
割合
特別区
の
配分
割合特別区

の財源
不足額

平成 12 年度
の配分割合の
決定

複
数
年
度

このイメージ図で用いている「調整」とは、それ
ぞれの事項について、平成 12 年度の都区財源配分
に反映させるべきか否か、また、財源配分に反映
させるとした場合の反映方法をどうするかも含め
て対応策を検討し、必要に応じて、平成 12 年度の
配分割合の決定に反映させていくことを意味する。

◯都区双方の考え方
による 10 年間の決
算分析結果が、現
行の配分割合を境
に上下 4 ポイント程
度で均衡
◯昭和 51 年度以来
現行の配分割合が
事実上の財源配分
として機能
◯現行の配分割合を
もとに都区双方住民
サービスを実施

設定にあたって
考慮すべき事項

•清掃事業
等事務移
管経費
•役割分担
の変更事
務経費
•車庫用地
取得経費
•その他

事務移管等
に伴う調整

•国保財源
不足額

・都市計画
交付金

・既委任事
務経費

・その他

特例廃止等
に伴う調整

•介護保険
制度創設

・清掃工場
の建設

・公共施設
の更新

・その他

将来需要
等の調整

都
区
の
大
都
市
事
務
決
算

都
区
の
大
都
市
事
務
決
算

大
都
市
事
務
・
財
源
の
範
囲
整
理

現行の配分割合に反
映されていない事項

の調整

基礎となる配分割合

大都市事務の決算分析 基礎となる配分割合
の設定

平成 12 年度の配分割合を決定する
うえで必要となる調整事項

表１　税財政制度改革の課題

　都区間配分に関する事項

◯大都市事務、大都市財源の範囲
◯移管事務等の範囲と経費算定の考え方
◯調整税の配分割合の決定方法
◯財源配分割合の変更
◯特別区に対する財源保障等
◯都市計画交付金のあり方

　都区間配分に関する事項

◯大都市事務、大都市財源の範囲
◯移管事務等の範囲と経費算定の考え方
◯調整税の配分割合の決定方法
◯財源配分割合の変更
◯特別区に対する財源保障等
◯都市計画交付金のあり方

　区間配分に関する事項

◯所要額の調整及び交付金の再調整
◯基準財政収入額
◯基準財政需要額
◯特別交付金

　区間配分に関する事項

◯所要額の調整及び交付金の再調整
◯基準財政収入額
◯基準財政需要額
◯特別交付金

　都区間の協議手続き等に関する事項　都区間の協議手続き等に関する事項

税財政検討会（3/30）

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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No.116

平
成
11
年
11
月

税
財
政
検
討
会
の
ま
と
め
を
ふ
ま
え
て
都
区
財
政
調
整
区
側
提
案
事
項
決
ま
る

税
財
政
検
討
会
（
都
区
制
度
改
革
に
関
す
る
都
区
間
の

協
議
組
織
）
に
お
け
る
検
討
結
果
が
11
月
16
日
の
区
長
会

に
報
告
さ
れ
、
こ
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
平
成
12
年
度
都
区

財
政
調
整
区
側
提
案
事
項
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、

こ
の
提
案
事
項
を
含
め
、
都
区
財
政
調
整
に
関
す
る
都
区

の
協
議
が
進
め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
区
長
会
総
会
終
了
後
、
都
へ
の
要
請
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

１　
税
財
政
検
討
会
に
お
け
る
検
討
結
果

平
成
12
年
4
月
の
都
区
制
度
改
革
に
向
け
て
都
区
制
度

改
革
推
進
委
員
会
税
財
政
検
討
会
で
は
、
本
年
度
、
都
区

制
度
改
革
に
係
る
税
財
政
分
野
の
専
門
的
事
項
に
関
し
、

昨
年
度
ま
で
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
具
体
化
を
図

る
た
め
の
協
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

10
月
28
日
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
を
集
約
し
、
課
題

ご
と
に
都
区
双
方
の
一
致
点
及
び
今
後
検
討
す
べ
き
事
項

の
と
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
併
せ
て
、
検
討
の
過

程
で
示
さ
れ
た
都
区
双
方
の
考
え
方
を
含
め
、
都
区
財
政

調
整
協
議
会
に
検
討
を
引
き
継
ぐ
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

２　
区
側
提
案
事
項
の
と
り
ま
と
め

今
回
の
区
長
会
で
決
定
さ
れ
た
都
区
財
政
調
整
区
側
提

案
事
項
は
、
今
後
の
協
議
の
中
で
、
都
区
制
度
改
革
の
内

容
を
最
終
的
に
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
税
財

政
検
討
会
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
全
般
的
か
つ
網
羅

的
に
区
側
の
主
張
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。

こ
の
提
案
事
項
の
決
定
を
受
け
て
、
11
月
19
日
か
ら
都

区
協
議
会
の
下
に
設
け
ら
れ
た
都
区
財
政
調
整
協
議
会
で

協
議
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
都
区
財
政
調
整
協
議
の
流
れ

は
、
別
図
の
と
お
り
で
す
。

◆
提
案
事
項
の
要
点

平
成
12
年
4
月
か
ら
、
特
別
区
は
基
礎
的
な
地
方
公
共

団
体
と
し
て
第
一
義
的
に
住
民
に
身
近
な
事
務
を
担
い
、

自
主
的
・
自
律
的
に
行
財
政
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と

な
る
一
方
、
都
区
の
関
係
に
お
い
て
も
、
明
確
化
さ
れ
た

役
割
分
担
の
原
則
に
則
り
、
相
互
に
連
携
し
て
大
都
市
行

政
を
担
っ
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

平
成
12
年
度
の
都
区
財
政
調
整
は
、
こ
の
新
し
い
都
区

の
関
係
の
も
と
で
、
特
別
区
に
対
す
る
財
源
保
障
制
度
と

の
財
源
配
分
に
関
す
る
課
題
、
区
間
の
財
源
調
整
に
関
す

る
課
題
、
都
区
間
の
協
議
手
続
き
等
に
関
す
る
課
題
に
つ

い
て
、
ひ
と
と
お
り
の
整
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
項

目
は
、
表
１
の
と
お
り
で
す
。

２　
今
年
度
の
検
討
予
定

今
後
は
、
こ
の
検
討
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
平
成
12
年
度

に
お
け
る
都
区
間
の
財
源
配
分
の
決
定
や
都
区
財
政
調
整

の
算
定
内
容
の
改
善
等
に
つ
い
て
、
最
終
的
な
整
理
を

行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
残
さ
れ
た
検
討
期
間

は
ご
く
限
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
税
財
政
検
討
会
を
中
心
に
、
早
急
に
検
討

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
都
区
間
で
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

別図　都区財政調整協議の流れ

区　　　　側
提案事項作成

特別区長会
提案 提案

都区協議会

●財政調整方針
●収入・需要の
　見込み
●財政調整条例

都区財政調整
協　議　会 東　京　都

都区財政調整協議会
幹　事　会

助　役　会

企画・財政
担当部長会

財政課長会

協
議
事
項

検討を
下　命

検討結果の
報　告
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し
て
法
的
に
確
立
さ
れ
た
理
念
に
従
い
、
従
来
の
都
区
協

議
の
経
緯
及
び
都
区
制
度
改
革
に
係
る
法
改
正
の
趣
旨
を

ふ
ま
え
、
新
制
度
に
ふ
さ
わ
し
い
都
区
間
の
財
源
配
分
及

び
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

今
回
の
提
案
は
、
新
し
い
制
度
へ
の
円
滑
な
移
行
に
留

意
し
つ
つ
、
特
別
区
の
行
財
政
運
営
に
支
障
を
き
た
さ
ぬ

よ
う
、
所
要
財
源
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
内

容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
主
な
提
案
内
容

提
案
事
項
の
内
容
は
、

１　
都
区
間
の
財
源
配
分

２　
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整

３　
そ
の
他
都
区
財
政
調
整
に
関
連
す
る
事
項

の
三
つ
に
分
け
て
整
理
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事

項
ご
と
の
内
容
は
、
別
表
の
と
お
り
で
す
。

別表　�平成 12年度都区財政調整区側提案事項�
　（事項ごとの内容）

１　都区間の財源配分について
⑴　配分割合の決定にあたっては、従来の都区協議の経緯の中で
配分割合に反映されていない事項を加味すること。

⑵　清掃事業をはじめとする事務事業の移管等都区の役割分担変
更に伴う経費については、特別区の事業運営に支障をきたさな
いよう財源配分に反映させること。

⑶　国民健康保険事業に係る都の調整廃止に伴う財源の取り扱い
については、従来の経緯をふまえ、特別区が現行の事業水準を
維持するために必要な経費を財源配分に反映させること。

⑷　小中学校の改築経費や減税補てん債の償還費等確実に見込ま
れる将来需要を財源配分に反映させること。

⑸　そのほか都区間の財源配分に係る事項については、特別区の
所要財源を的確に措置することを基本に整理すること。

２　特別区相互間の財政調整について
⑴　特別区相互間の財政調整（特別区財政調整交付金の算定方法
等）に係る事項については、特別区間の財源配分の均衡を大き
く変動させるものや実態からかけ離れた無理な見直しを避ける
とともに、特別区間の自律的な協議を優先的に尊重して整理す
ること。

⑵　都区間の財源配分の整理に伴い見直すものを除き、特別区相
互間の財政調整に係る算定内容の見直しは、都区間の財源配分
とは別次元の問題として整理すること。

⑶　都区制度改革に伴う現行算定方法の改善合理化については、
従来の検討における都区の合意事項を基本に整理すること。

⑷　事務事業の移管や介護保険制度創設等に伴い新たに特別区が
実施する経費については、各特別区における平成 12 年度以降
の事業運営に支障をきたさないよう的確に算定すること。

⑸　国民健康保険事業に係る経費の算定については、特別区が行
う事業調整に対応する各区ごとの所要財源に見合う措置を行う
こと。

⑹　そのほか特別区相互間の財政調整に係る事項については、特
別区の財政需要を的確に算定することを基本に整理すること。

３　その他都区財政調整に関連する事項について
⑴　調整税が年度途中に減収した場合の財源補てん措置を講じる
こと。

⑵　都市計画交付金については、都区双方の都市計画事業の実施
状況を勘案して見直しを行い、充実を図ること。

⑶　条例による事務処理の特例制度に基づき特別区が実施する経
費等について所要の財源措置を講ずること。

⑷　そのほか都区制度改革等に伴い調整を必要とする事項につい
ては、新制度への移行に支障をきたさないよう財源措置を講じ
ることを基本に整理すること。

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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No.119

平
成
12
年
2
月

平
成
12
年
度
都
区
財
政
調
整
協
議
が
決
着　
～
今
後
の
協
議
課
題
を
確
認
し
、
配
分
割
合
52
％
で
合
意
～

No.116

平
成
11
年
11
月

厳
し
い
都
区
協
議
に
先
立
ち
、
区
長
会
が
都
に
要
請

昨
年
11
月
中
旬
か
ら
始
ま
っ
た
平
成
12
年
度
都
区
財
政

調
整
に
係
る
協
議
は
、２
か
月
以
上
に
わ
た
る
協
議
の
末
、

2
月
10
日
の
都
区
協
議
会
に
お
い
て
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
制
度
の
出
発
点
を
定
め
る
今
回
の
都
区
財
政
調
整

協
議
は
、
都
区
間
の
財
源
配
分
の
あ
り
方
を
は
じ
め
、
清

掃
事
業
や
国
保
事
業
の
算
定
等
を
め
ぐ
っ
て
、
大
変
厳
し

い
協
議
と
な
り
ま
し
た
。

◎
協
議
の
経
過

今
回
の
都
区
協
議
は
、
4
月
に
迫
っ
た
都
区
制
度
改
革

に
向
け
て
、
財
政
面
で
の
最
終
的
な
整
理
を
行
い
、
特
別

区
が
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
と
し
て
再
出
発
す
る
礎
を

つ
く
る
重
大
な
協
議
で
し
た
。

こ
の
た
め
、
移
管
経
費
の
財
源
措
置
を
は
じ
め
、
今
後

の
特
別
区
の
需
要
算
定
に
係
る
数
多
く
の
課
題
に
つ
い

て
、
都
区
間
の
協
議
が
積
み
重
ね
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
区
長
会
が
数
次
に
渡
っ
て
都
知
事
、
副
知
事
、

都
議
会
各
会
派
へ
の
要
請
を
行
う
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
取

組
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

最
終
段
階
で
都
か
ら
示
さ
れ
た
52
％
の
配
分
割
合
に
つ

い
て
は
、
区
長
会
と
し
て
さ
ら
に
引
き
上
げ
を
求
め
た
も

の
の
、
最
終
的
に
は
こ
れ
ま
で
の
取
組
の
決
着
点
と
し
て

受
け
入
れ
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
実
施

の
中
で
解
決
を
図
る
こ
と
で
止
む
を
得
な
い
と
の
判
断
に

な
り
ま
し
た
。

◎
協
議
す
べ
き
主
要
５
課
題
の
確
認

そ
こ
で
、
今
後
都
区
間
で
協
議
す
べ
き
主
要
課
題
と
し

て
、
次
の
５
点
を
2
月
10
日
の
都
区
協
議
会
の
場
で
都
知

事
と
確
認
し
、
合
意
に
至
り
ま
し
た
。

① 

今
回
財
源
配
分
に
反
映
さ
せ
な
い
清
掃
関
連
経
費
に
つ

い
て
は
、
区
の
財
源
配
分
に
反
映
さ
せ
る
課
題
と
し
て

整
理
し
、
都
の
実
施
経
費
を
ふ
ま
え
て
平
成
17
年
度
ま

で
に
協
議
す
る
。

② 

今
後
の
小
中
学
校
の
改
築
需
要
急
増
へ
の
対
応
に
つ
い

て
、
実
施
状
況
等
を
ふ
ま
え
て
協
議
す
る
。

③ 

今
回
の
配
分
割
合
は
、
清
掃
事
業
に
つ
い
て
一
定
期
間

特
例
的
な
対
応
を
図
る
こ
と
等
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ

り
、
都
区
双
方
の
大
都
市
事
務
の
役
割
分
担
を
ふ
ま
え

た
財
源
配
分
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、今
後
協
議
す
る
。

④ 

都
市
計
画
交
付
金
に
つ
い
て
、
都
区
双
方
の
都
市
計
画

事
業
の
実
施
状
況
に
見
合
っ
た
配
分
が
行
わ
れ
る
よ
う

11
月
19
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
都
区
財
政
調
整
協
議
に
先

立
ち
、
16
日
の
区
長
会
総
会
終
了
後
、
都
へ
の
要
請
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
要
請
は
、
税
財
政
検
討
会
の
検
討
結
果
を
受
け
て

行
わ
れ
た
も
の
で
、
特
に
清
掃
事
業
や
国
保
事
業
の
財
源

に
つ
い
て
、
区
側
の
主
張
に
沿
っ
た
解
決
を
図
る
こ
と
を

求
め
て
い
ま
す
。

な
お
、
併
せ
て
、
①
都
の
福
祉
施
策
等
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
住
民
が
納
得
し
う
る
内
容
と
す
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
特
別
区
側
と
十
分
協
議
を
行
う
こ
と
、
②
清
掃
移

管
施
設
に
つ
い
て
は
、
各
特
別
区
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を

原
則
と
す
る
こ
と
、
③
清
掃
事
務
の
移
管
を
円
滑
に
進
め

る
観
点
か
ら
移
管
前
に
テ
ス
ト
ラ
ン
を
行
う
こ
と
、
④
各

区
が
進
め
て
い
る
清
掃
事
務
の
移
管
に
伴
う
事
前
準
備
経

費
等
の
財
源
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
、
等
の
要
請
を

行
い
ま
し
た
。

席
上
副
知
事
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
請
事
項
に
対
す

る
都
の
考
え
方
の
ほ
か
、「
都
区
制
度
改
革
が
円
滑
に
行

わ
れ
る
よ
う
要
請
事
項
に
つ
い
て
は
真
摯
に
受
け
止
め
、

早
期
に
合
意
で
き
る
よ
う
努
力
し
た
い
」
と
い
う
趣
旨
の

発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
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検
討
す
る
課
題
と
す
る
。

⑤ 
清
掃
事
業
の
特
例
的
な
対
応
が
終
了
す
る
平
成
17
年
度

の
時
点
で
配
分
割
合
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
は
当
然
と

し
て
、
そ
れ
ま
で
の
間
、
大
き
な
制
度
改
正
や
ど
う
し

て
も
対
応
で
き
な
い
事
態
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
配

分
割
合
の
変
更
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
。

◎
協
議
結
果
の
概
要

⑴
配
分
割
合
の
変
更
に
係
る
調
整

協
議
の
結
果
、
配
分
割
合
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
44
％

を
基
本
と
し
つ
つ
、
都
区
制
度
改
革
そ
の
ほ
か
の
制
度
変

更
等
に
伴
う
調
整
で
合
計
１
１
９
１
億
円
を
加
え
、
52
％

と
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

制
度
変
更
等
に
係
る
主
な
調
整
内
容
は
、
以
下
の
と
お

り
で
す
。

① 

清
掃
事
業
経
費
に
つ
い
て
は
、
移
管
当
初
の
臨
時
的
な

算
定
も
含
め
、
１
２
８
７
億
円
を
算
定
す
る
。

　
な
お
、
清
掃
事
業
経
費
の
う
ち
、
職
員
費
等
の
一
部

に
つ
い
て
は
、
移
管
当
初
に
不
足
す
る
財
源
を
別
途
都

が
財
調
外
で
措
置
す
る
。

② 

清
掃
事
業
以
外
の
都
区
制
度
改
革
及
び
地
方
分
権
改
革

に
伴
う
移
管
経
費
に
つ
い
て
、
15
億
円
を
算
定
す
る
。

③ 

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
特
例
制
度
に
よ
る
交
付
金
に
移

行
す
る
現
行
算
定
額
１
２
５
億
円
を
控
除
す
る
。

④ 

都
区
制
度
改
革
に
伴
い
、
需
要
算
定
の
改
善
合
理
化
等

を
図
り
、
33
億
円
増
と
す
る
。

⑤ 

都
区
間
の
役
割
分
担
の
見
直
し
等
の
内
容
を
算
定
に
反

映
さ
せ
、
46
億
円
増
と
す
る
。

⑥ 

介
護
保
険
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
区
の
法
定
給
付
分
を

新
た
に
算
定
す
る
一
方
、
介
護
保
険
に
移
行
す
る
経
費

や
関
連
す
る
経
費
の
増
減
を
加
味
し
、
３
０
６
億
円
減

と
す
る
。

⑦ 

区
が
新
し
い
福
祉
施
策
を
自
主
的
、
弾
力
的
に
展
開

で
き
る
よ
う
、
新
た
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
安
定
化
事
業

２
１
２
億
円
を
算
定
す
る
。

⑧ 

平
成
11
年
度
に
改
築
経
費
に
充
当
し
た
起
債
の
償
還
経

費
29
億
円
を
算
定
す
る
。

⑵
そ
の
他
の
協
議
結
果

以
上
の
ほ
か
、
今
回
の
協
議
結
果
の
主
な
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
す
。

① 

従
来
特
別
交
付
金
で
算
定
し
て
い
た
大
規
模
な
臨
時
・

特
例
的
事
業
に
つ
い
て
は
、
普
通
交
付
金
等
に
移
行
さ

せ
、
普
通
交
付
金
と
特
別
交
付
金
の
割
合
を
95
％
対

５
％
か
ら
、
98
％
対
２
％
に
変
更
す
る
。

② 

国
保
事
業
の
算
定
に
つ
い
て
、
現
行
の
特
例
的
な
加
算

方
式
か
ら
単
位
費
用
に
よ
る
標
準
算
定
に
移
行
す
る
。

そ
の
場
合
、
区
が
統
一
保
険
料
方
式
を
採
用
し
て
い
る

間
は
、
各
区
ご
と
の
算
定
額
が
現
行
方
式
に
よ
る
算
定

額
と
大
き
く
乖
離
し
な
い
よ
う
補
正
を
行
う
。

　
な
お
、
都
が
財
源
不
足
額
の
一
部
を
補
て
ん
す
る
現

行
の
国
保
交
付
金
は
廃
止
し
、
府
県
の
立
場
で
の
項
目

補
助
に
限
定
す
る
。

③ 

基
準
財
政
収
入
額
の
算
定
方
法
を
現
行
の
当
該
年
度
の

調
定
額
に
よ
る
算
定
か
ら
、
過
去
３
か
年
間
の
実
績
に

よ
る
算
定
に
変
更
す
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
普
通
交
付
金

の
額
の
決
定
月
を
７
月
か
ら
８
月
に
改
め
る
。

④ 

調
整
税
の
減
税
、
減
収
に
伴
う
補
て
ん
債
に
代
わ
る
措

置
と
し
て
、
区
市
町
村
振
興
基
金
を
通
じ
て
都
が
区
に

貸
付
を
行
う
。

⑤ 

都
市
計
画
交
付
金
に
つ
い
て
、
１
０
０
億
円
か
ら

１
３
０
億
円
に
増
額
し
、一
部
対
象
事
業
を
拡
充
す
る
。

都区協議会（２/10）

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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平成 12 年度都区財政調整当初フレーム� （単位：百万円、％）

区　　　　　　　　　　分 平成１２年度
当初見込　ア

平成１１年度
当初見込　イ

差引増△減
ウ＝ア－イ

増減率
エ＝ウ／イ

基準財政収入額　Ａ 912,907� 899,585� 13,322� 1.5�

特別区税

特別区民税 596,386� 678,953� △ 82,567 △ 12.2

軽自動車税 1,934� 1,937� △ 3 △ 0.2

特別区たばこ税 69,797� 66,138� 3,659� 5.5�

鉱 産 税 0� 0� 0� 0.0�

小 計 668,117� 747,028� △ 78,911 △ 10.6

利 子 割 交 付 金 45,962� 22,433� 23,529� 104.9�

地 方 消 費 税 交 付 金 96,270� 95,770� 500� 0.5�

ゴルフ場利用税交付金 61� － 61� 皆増

自動車取得税交付金 15,678� 16,737� △ 1,059 △ 6.3

地 方 特 例 交 付 金 49,984� － 49,984� 皆増

計 876,072� 881,968� △ 5,896 △ 0.7

地 方 道 路 譲 与 税 5,899� 5,701� 198� 3.5�

自 動 車 重 量 譲 与 税 9,864� 10,326� △ 462 △ 4.5

航 空 機 燃 料 譲 与 税 694� － 694� 皆増

交通安全対策別交付金 1,676� 1,590� 86� 5.4�

合 計 894,205� 899,585� △ 5,380 △ 0.6

特 例 加 算 額 18,702� － 18,702� 皆増

精 算 額 0� 0� 0� －

基準財政需要額　Ｂ 1,685,010� 1,544,031� 140,979� 9.1�

経 常 的 経 費 1,445,823� 1,358,026� 87,797� 6.5�

投 資 的 経 費 239,187� 186,005� 53,182� 28.6�

差引　（Ｂ－Ａ） 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

普 通 交 付 金 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

調
　
整

交
付
金

普 通 交 付 金 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

特 別 交 付 金 15,757� 33,918� △ 18,161 △ 53.5

計 　 Ｃ 787,860� 678,364� 109,496� 16.1�

調
整
税
等

固 定 資 産 税 1,081,256� 1,103,838� △ 22,582 △ 2.0

市 町 村 民 税 法 人 分 392,618� 439,589� △ 46,971 △ 10.7

特 別 土 地 保 有 税 2,125� 4,483� △ 2,358 △ 52.6

た ば こ 税 調 整 額 1,719� － 1,719� 皆増

交 付 金 調 整 額 32,264� － 32,264� 皆増

計 1,509,982� 1,547,910� △ 37,928 △ 2.5

条例で定める割合 52% 44% － －

総額

交 付 金 総 額 785,191� 681,080� 104,111� 15.3�

精 算 額 2,669� △ 2,716 5,385� －

計 　 Ｄ 787,860� 678,364� 109,496� 16.1�
No.119

平
成
12
年
2
月

平
成
12
年
度
都
区
財
政
調
整　
当
初
フ
レ
ー
ム
決
ま
る

都
区
財
政
調
整
協
議
の
結
果
、
平
成
12
年
度
都
区
財
政

調
整
の
フ
レ
ー
ム
が
別
表
の
と
お
り
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
フ
レ
ー
ム
は
、
平
成
12
年
度
に
お
け
る
各
区
ご
と

の
算
定
に
先
立
ち
、
23
区
全
体
と
し
て
の
見
込
額
を
調
整

し
た
も
の
で
す
。

◎
基
準
財
政
収
入
額

新
た
に
区
の
税
源
と
な
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
及

び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
を
加
え
、
ま
た
、
恒
久
的
な
減
税

の
実
施
に
伴
う
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
11
年
度
と
比
べ
、
１
３
３
億
円
の
増
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
特
別
区
民
税
が
恒
久
的
減
税
に
伴
う

補
て
ん
措
置
（
特
別
区
た
ば
こ
税
の
増
収
、
地
方
特
例
交

付
金
の
交
付
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
見
合
う
特
例
加

算
）
を
加
味
し
て
も
な
お
、
約
１
０
０
億
円
減
少
す
る
一

方
で
、
利
子
割
交
付
金
が
２
３
5
億
円
増
加
す
る
こ
と
が

大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
基
準
財
政
需
要
額

清
掃
事
業
移
管
等
の
制
度
変
更
に
伴
う
需
要
の
増
大

や
大
規
模
な
臨
時
・
特
例
的
事
業
の
普
通
交
付
金
へ
の

移
行
等
で
算
定
需
要
が
増
加
し
、
平
成
11
年
度
と
比
べ
、

１
４
１
０
億
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

都
区
財
政
調
整
協
議
の
結
果
、
平
成
12
年
度
都
区
財
政

調
整
の
フ
レ
ー
ム
が
別
表
の
と
お
り
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
フ
レ
ー
ム
は
、
平
成
12
年
度
に
お
け
る
各
区
ご
と

の
算
定
に
先
立
ち
、
23
区
全
体
と
し
て
の
見
込
額
を
調
整

し
た
も
の
で
す
。

◎
基
準
財
政
収
入
額

新
た
に
区
の
税
源
と
な
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
及

び
航
空
機
燃
料
譲
与
税
を
加
え
、
ま
た
、
恒
久
的
な
減
税

の
実
施
に
伴
う
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。

平
成
11
年
度
と
比
べ
、
１
３
３
億
円
の
増
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
こ
れ
は
、
特
別
区
民
税
が
恒
久
的
減
税
に
伴
う

補
て
ん
措
置
（
特
別
区
た
ば
こ
税
の
増
収
、
地
方
特
例
交

付
金
の
交
付
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
見
合
う
特
例
加

算
）
を
加
味
し
て
も
な
お
、
約
１
０
０
億
円
減
少
す
る
一

方
で
、
利
子
割
交
付
金
が
２
３
5
億
円
増
加
す
る
こ
と
が

大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
基
準
財
政
需
要
額

清
掃
事
業
移
管
等
の
制
度
変
更
に
伴
う
需
要
の
増
大

や
大
規
模
な
臨
時
・
特
例
的
事
業
の
普
通
交
付
金
へ
の

移
行
等
で
算
定
需
要
が
増
加
し
、
平
成
11
年
度
と
比
べ
、

１
４
１
０
億
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
交
付
金

基
準
財
政
需
要
額
か
ら
基
準
財
政
収
入
額
を
差
し
引
い

た
普
通
交
付
金
の
額
は
、
平
成
11
年
度
と
比
べ
１
２
７
７
億

円
の
増
加
と
な
って
い
ま
す
。

特
別
交
付
金
は
、
大
規
模
な
臨
時
・
特
例
的
事
業
の
普

通
交
付
金
等
へ
の
移
行
に
伴
い
、
１
８
２
億
円
の
減
と

な
っ
て
い
ま
す
。

◎
調
整
税
等

交
付
金
の
原
資
と
な
る
、
固
定
資
産
税
、
市
町
村
民
税

法
人
分
、
特
別
土
地
保
有
税
の
三
税
と
も
減
税
等
の
影
響

で
平
成
11
年
度
と
比
べ
減
収
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
恒
久
的
減
税
の
実
施
に
伴
う
市
町
村
民
税

法
人
分
の
減
収
の
補
て
ん
措
置
と
し
て
、都
の
た
ば
こ
税
、

地
方
特
例
交
付
金
の
一
部
を
調
整
額
と
し
て
三
税
に
加
算

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
合
計
し
た
調
整
税
等
は
平
成
11
年
度
と
比

べ
、
３
７
９
億
円
の
減
と
な
っ
て
い
ま
す
。

◎
交
付
金
の
総
額

こ
の
調
整
税
等
の
総
額
に
条
例
で
定
め
る
割
合
と
し
て

52
％
を
乗
じ
、
過
去
の
精
算
額
を
加
え
た
７
８
７
９
億
円

が
平
成
12
年
度
の
交
付
金
の
総
額
と
な
り
、
普
通
交
付
金

に
98
％
、
特
別
交
付
金
に
2
％
が
充
て
ら
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。
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平成 12 年度都区財政調整当初フレーム� （単位：百万円、％）

区　　　　　　　　　　分 平成１２年度
当初見込　ア

平成１１年度
当初見込　イ

差引増△減
ウ＝ア－イ

増減率
エ＝ウ／イ

基準財政収入額　Ａ 912,907� 899,585� 13,322� 1.5�

特別区税

特別区民税 596,386� 678,953� △ 82,567 △ 12.2

軽自動車税 1,934� 1,937� △ 3 △ 0.2

特別区たばこ税 69,797� 66,138� 3,659� 5.5�

鉱 産 税 0� 0� 0� 0.0�

小 計 668,117� 747,028� △ 78,911 △ 10.6

利 子 割 交 付 金 45,962� 22,433� 23,529� 104.9�

地 方 消 費 税 交 付 金 96,270� 95,770� 500� 0.5�

ゴルフ場利用税交付金 61� － 61� 皆増

自動車取得税交付金 15,678� 16,737� △ 1,059 △ 6.3

地 方 特 例 交 付 金 49,984� － 49,984� 皆増

計 876,072� 881,968� △ 5,896 △ 0.7

地 方 道 路 譲 与 税 5,899� 5,701� 198� 3.5�

自 動 車 重 量 譲 与 税 9,864� 10,326� △ 462 △ 4.5

航 空 機 燃 料 譲 与 税 694� － 694� 皆増

交通安全対策別交付金 1,676� 1,590� 86� 5.4�

合 計 894,205� 899,585� △ 5,380 △ 0.6

特 例 加 算 額 18,702� － 18,702� 皆増

精 算 額 0� 0� 0� －

基準財政需要額　Ｂ 1,685,010� 1,544,031� 140,979� 9.1�

経 常 的 経 費 1,445,823� 1,358,026� 87,797� 6.5�

投 資 的 経 費 239,187� 186,005� 53,182� 28.6�

差引　（Ｂ－Ａ） 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

普 通 交 付 金 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

調
　
整

交
付
金

普 通 交 付 金 772,103� 644,446� 127,657� 19.8�

特 別 交 付 金 15,757� 33,918� △ 18,161 △ 53.5

計 　 Ｃ 787,860� 678,364� 109,496� 16.1�

調
整
税
等

固 定 資 産 税 1,081,256� 1,103,838� △ 22,582 △ 2.0

市 町 村 民 税 法 人 分 392,618� 439,589� △ 46,971 △ 10.7

特 別 土 地 保 有 税 2,125� 4,483� △ 2,358 △ 52.6

た ば こ 税 調 整 額 1,719� － 1,719� 皆増

交 付 金 調 整 額 32,264� － 32,264� 皆増

計 1,509,982� 1,547,910� △ 37,928 △ 2.5

条例で定める割合 52% 44% － －

総額

交 付 金 総 額 785,191� 681,080� 104,111� 15.3�

精 算 額 2,669� △ 2,716 5,385� －

計 　 Ｄ 787,860� 678,364� 109,496� 16.1�

制
度
改
革
推
進
室

事
務
事
業
移
管
等
準
備
室

制
度
改
革
実
施
準
備
室

制
度
改
革
室

調
　
査
　
部
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